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１．講義の概要 

 ■平成 26 年短答式筆記試験 
番号 法域 テーマ 形式 講義の回数 
問 1 特許・実用新案法 優先権 選択 第１回 

問 2 特許・実用新案法 損害賠償請求訴訟 個数 第２回 

問 3 ＰＣＴ 国際出願 選択 第２回 

問 4 特許・実用新案法 審決等に対する訴え 個数 第２回 

問 5 特許・実用新案法 審判手続 選択 第２回 

問 6 意匠法 期間 個数 第３回 

問 7 意匠法 意匠登録出願 個数 第３回 

問 8 不正競争防止法 技術的制限手段 選択 第５回 

問 9 著作権法 著作権 選択 第５回 

問 10 商標法 防護標章 選択 第４回 

問 11 商標法 マドプロ特例 個数 第４回 

問 12 意匠法 特許法上の規定の準用 個数 第３回 

問 13 特許・実用新案法 特許無効審判 個数 第２回 

問 14 意匠法 意３条の２ 個数 第３回 

問 15 意匠法 意７条・８条 個数 第３回 

問 16 ＴＲＩＰＳ   個数 第５回 

問 17 不正競争防止法 周知又は著名な商品等表示 選択 第５回 

問 18 不正競争防止法 救済 選択 第５回 

問 19 意匠法 意匠権 選択 第３回 

問 20 特許・実用新案法 審査・出願の公開 個数 第１回 

問 21 特許・実用新案法 訂正審判・訂正の請求 個数 第２回 

問 22 商標法 審判・登録異議の申立て 選択 第４回 

問 23 特許・実用新案法 審決に対する訴え 選択 第２回 

問 24 特許・実用新案法 拒絶査定不服審判・前置審査 個数 第１回 

問 25 特許・実用新案法 特許を受ける権利 選択 第１回 

問 26 商標法 商標登録出願・商標権に関する手続 個数 第４回 

問 27 ＴＲＩＰＳ   穴埋め 第５回 

問 28 特許・実用新案法 特許権 選択 第１回 

問 29 特許・実用新案法 分割・変更 選択 第１回 

問 30 商標法 商標権の効力 個数 第４回 
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番号 法域 テーマ 形式 講義の回数 
問 31 ＰＣＴ 国際出願 選択 第２回 

問 32 特許・実用新案法 特許権の侵害 個数 第１回 

問 33 著作権法 著作権及び著作者人格権の帰属 選択 第５回 

問 34 商標法 地域団体商標・団体商標 選択 第４回 

問 35 特許・実用新案法 特許法に規定する手続 個数 第１回 

問 36 パリ条約   個数 第４回 

問 37 商標法 手続 個数 第４回 

問 38 ＰＣＴ 国際出願 個数 第２回 

問 39 意匠法 意 26 条 個数 第３回 

問 40 特許・実用新案法 特許無効審判・延長登録無効審判 選択 第２回 

問 41 不正競争防止法 営業秘密の保護 選択 第５回 

問 42 著作権法 著作隣接権 選択 第５回 

問 43 商標法 審判・登録異議の申立て 選択 第４回 

問 44 パリ条約   個数 第４回 

問 45 商標法 商３条・４条 個数 第４回 

問 46 特許・実用新案法 国際特許出願・国際実用新案登録出願 個数 第３回 

問 47 特許・実用新案法 特 29 条の２・39 条 個数 第１回 

問 48 意匠法 関連意匠 個数 第３回 

問 49 特許・実用新案法 実施権 選択 第１回 

問 50 特許・実用新案法 特許の要件 個数 第１回 

問 51 著作権法 著作権法 選択 第５回 

問 52 特許・実用新案法 特許権・実施権 個数 第１回 

問 53 不正競争防止法 商品等表示 選択 第５回 

問 54 商標法 マドプロ特例 個数 第４回 

問 55 著作権法 著作権 選択 第５回 

問 56 意匠法 出願の変更 個数 第３回 

問 57 国願法 国際出願 個数 第３回 

問 58 意匠法 秘密意匠 個数 第３回 

問 59 特許・実用新案法 実用新案登録無効審判・訂正 個数 第２回 

問 60 ＰＣＴ 国際出願 個数 第２回 
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２．第１回で扱う問題（平成 26 年短答式筆記試験） 
番号 法域 テーマ 形式 講義の回数 
問 1 特許・実用新案法 優先権 選択 第１回 

問 20 特許・実用新案法 審査・出願の公開 個数 第１回 

問 24 特許・実用新案法 拒絶査定不服審判・前置審査 個数 第１回 

問 25 特許・実用新案法 特許を受ける権利 選択 第１回 

問 28 特許・実用新案法 特許権 選択 第１回 

問 29 特許・実用新案法 分割・変更 選択 第１回 

問 32 特許・実用新案法 特許権の侵害 個数 第１回 

問 35 特許・実用新案法 特許法に規定する手続 個数 第１回 

問 47 特許・実用新案法 特 29 条の２・39 条 個数 第１回 

問 49 特許・実用新案法 実施権 選択 第１回 

問 50 特許・実用新案法 特許の要件 個数 第１回 

問 52 特許・実用新案法 特許権・実施権 個数 第１回 
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【平成26年本試験 問１ テーマ：優先権】 

特許出願に関する優先権について、次のうち、正しいものは、どれか。 

ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分

割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放

棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いか

なる優先権主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。 

 

１ 特許法第41条第１項の規定による優先権を主張して特許出願Ａをする場合、出願審査の請求がされている

特許出願Ｂを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお、出願Ａは、出願Ｂの出願日から１年以内に

されるものとする。 

 

２ 甲は、発明イについて特許出願Ａをし、その５月後、出願Ａを基礎とする特許法第41条第１項の規定によ

る優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Ｂをした。さらにその５月後、甲は、出願Ａ及びＢの両

方を基礎とする特許法第41条第１項の規定による優先権を主張して発明イ、ロ及びハについて特許出願Ｃを

した。この場合、出願Ａ及びＢはいずれも出願Ａの出願日から１年３月を経過した時に取り下げたものとみ

なされる。 

 

３ 甲は、発明イについて特許出願Ａをした後、出願Ａを基礎とする特許法第41条第１項の規定による優先権

を主張して発明イ及びロについて特許出願Ｂをした。その後、甲が出願Ａを放棄した場合、出願Ｂにおける

出願Ａを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。 

 

４ 実用新案登録出願は、その出願について実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第41条第

１項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。 

 

５ 複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特許法

第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、各人が全員を代表してこれをすることが

できる。 
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【正解 ５】 

●解答のポイント 

国内優先権の適用の要件については、①出願人の同一性（特41条１項柱書）、②特許庁に

係属（特41条１項３号から５号）、③先の出願になり得る出願となり得ない出願（特41条１

項２号）、④後の出願の要件、⑤国内優先権の主張の手続（特41条４項）、⑥国内優先権の

主張の取下げ（特42条２項）、などを検討する。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-42, H24-7, H23-5, H22-1, H21-42, H20-8, H18-46 

 

１ × 特41条１項各号 

特41条１項１号から５号までは、優先権の主張をすることができない場合を列挙しているが、出願審査

の請求がされている特許出願を基礎として国内優先権を主張できないことは規定されていない。したがっ

て、本枝の出願Ｂを基礎として国内優先権を主張して出願Ａをすることができる。よって、本枝は誤り。 

 

２ × 特42条１項 

国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から１年３月を経過した時に取り下げたも

のとみなす（特42条１項）。本枝において、出願Ａは出願Ａの出願日から１年３月を経過した時に取り下げ

たものとみなされ、出願Ｂは出願Ｂの出願日から１年３月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

よって、本枝は誤り。 

 

３ × 条文上そのような規定はない 

国内優先権の主張の基礎とされた先の出願が放棄された場合に、当該優先権の主張が効力を失うという

規定は存在しない。したがって、本枝の出願Ｂにおける出願Ａを基礎とする優先権の効力は、出願Ａを放

棄しても失われない。よって、本枝は誤り。 

 

４ × 特41条１項５号 

登録がなされた実用新案登録出願を基礎としては国内優先権を主張できない（特41条１項５号）。よって、

本枝は誤り。 

 

５ ○ 特14条 

２人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登

録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、特41条１項の優先権の主張及びその取下げ、出願公

開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただ

し、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない（特14条）。このように、特14条における不

利益行為に、特43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続は明示されていない。したがって、代

表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続

については、各人が全員を代表してこれをすることができる。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H25-42】 

特許出願に関する優先権について、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

 

（イ）特許法第41条第１項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、意匠登録出願を優先権の主張

の基礎とすることはできないが、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、その特許出願を優先権の主

張の基礎とすることはできる。 

 

（ロ）特許法第41条第１項の規定による優先権を主張して特許出願をした場合、優先権の主張の基礎とされた

先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から１年３月を経過した時に取り下げたものとみなされ

る。 

 

（ハ）パリ条約第４条Ｄ(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最

初に出願をし若しくは同条Ｃ(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条Ａ(2)の規定に

より最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、

その最初の出願の日から１年４月以内であれば、特許出願の後であっても提出することができる場合が

ある。 

 

（ニ）外国語書面出願を基礎として特許法第41条第１項の規定による優先権を主張して特許出願しようとする

場合、日本語による翻訳文が提出された後であっても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を

主張することができるが、当該特許出願を外国語書面出願とすることはできない。 

 

（ホ）世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書１Ｃ第１条３に規定する

加盟国の国民をいう。）が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第４条の

規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 １】 

（イ）× 特41条１項２号 

特41条１項２号は、先の出願が特46条２項の規定による意匠出願の変更に係る特許出願である場合、

優先権主張の基礎とすることはできない旨を規定している。これを認めることとすると、出願が変更の

要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大する

ことになるからである（青本 特41条参照）。したがって、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、

その特許出願を優先権の主張の基礎とすることはできない。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）× 特42条１項 

特42条１項は、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から１年３月を経過した時に

取り下げたものとみなす旨を規定している。ここで、１年３月の起算は、先の出願の日からであり、優

先権の主張を伴う特許出願の日からではない。したがって、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、

優先権の主張を伴う特許出願の日から１年３月を経過した時に取り下げたものとみなされることはない。

よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）× 特43条１項 

特43条１項は、パリ条約４条Ｄ(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、

その旨並びに最初に出願をし若しくは同条Ｃ(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同

条Ａ(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を

記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない旨を規定している。ここで、優

先権を主張する旨、パリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面は、出願と同時に提出す

る必要があり、その最初の出願の日から１年４月以内であっても、特許出願の後に提出することができ

る場合はない。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）× 特41条１項 

先の出願が外国語書面出願である場合には、外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張す

ることができる（特41条１項柱書かっこ書）。したがって、日本語による翻訳文が提出された後であっ

ても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。また、外国語書面に記載

された発明に基づいて優先権を主張する特許出願を外国語書面出願とすることができないとの規定は存

在しない。よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）○ 特43条の２第１項 

特43条の２第１項は、世界貿易機関の加盟国の国民が、世界貿易機関の加盟国においてした出願に基

づく優先権は、パリ条約４条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる旨を

規定している。したがって、本枝の場合、パリ条約４条の規定の例により、特許出願について、優先権

を主張することができる。よって、本枝は正しい。 

 

したがって、正しいものは、（ホ）の１つであるから、正解は１。 
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【過去類題 H24-7】 

国内優先権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

ただし、特許出願Ａ及び特許出願Ｂは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Ａの出願日から

１年以内に特許出願Ｂがされるものとする。 

また、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した

特許出願（外国語書面出願）、特許法の規定により特許出願とみなされた国際出願（国際特許出願）、特許

出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願では

なく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておら

ず、いかなる優先権主張も伴わず、仮専用実施権者もなく、また、いったんした優先権の主張は取り下げ

ないものとする。 

 

１ 甲が、特許出願Ａを基礎として優先権を主張し特許出願Ｂをした後に、特許出願Ｂの出願日から１年以

内に特許出願Ｂのみを基礎として優先権を主張し第３の特許出願をすることは不適法とはされておらず、

第３の特許出願については、特許出願Ｂにおいて新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が

認められる。 

 

２ 特許出願Ｂをする際に、特許出願Ａを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Ｂについて特許が付

与されたとき、特許出願Ａの願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項のみを含

む請求項についての特許権の存続期間は、特許出願Ａの出願日から20年をもって終了する。 

 

３ 特許出願Ｂをする際に、特許出願Ａを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Ａの出願日から１年

３月を経過した後において、その主張を取り下げることはできないが、特許出願Ｂを取り下げることはで

きる。 

 

４ 特許出願Ａが国際特許出願であって、特許出願Ｂをする際に、特許出願Ａを基礎として優先権を主張し

た場合、特許出願Ａは、国内処理基準時又は国際出願日から１年３月を経過した時のいずれか遅い時に取

り下げたものとみなされる。 

 

５ 特許出願Ａが外国語書面出願であって、特許出願Ｂをする際に、特許出願Ａを基礎として優先権を主張

する場合、優先権主張の基礎となるのは、特許出願Ａの願書に添付した外国語書面に記載された発明であ

って、当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された発明ではない。 
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【正解 ２】 

１ ○ 特41条１項・２項かっこ書 

本枝における「第３の特許出願」は、特41条１項各号のいずれにも該当しないため適法な特許出願である。

したがって、本枝前段は正しい。一方、先の出願が同条１項の優先権の主張を伴う場合にその主張の基礎

となった出願に記載されていた発明について、累積的に優先権主張の効果を認めることは、実質的に優先

期間（１年）の延長となるのでこのような場合は優先権の主張の効果は認められず、先の出願において新た

に追加された事項（新規事項）についてのみ、優先権の主張の効果が認められる（特41条２項かっこ書）。

したがって、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。 

 

２ × 特67条１項、41条２項 

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する（特67条１項）。また、特41条２項は、国

内優先権の主張の効果を規定したものであり、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の出願の

願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、その発明に関する特

許要件（先後願、新規性、進歩性等）の判断の時点については優先権の主張を伴う特許出願の日又は時では

なく先の出願の日又は時になされたものとして扱い、先の出願の日と優先権の主張を伴う後の出願の日の

間になされた他人の出願等を排除し、又はその間に公知となった情報によっては特許性を失わないという

優先的な取扱いを出願人に認めるものである（青本特41条２項参照）。したがって、特41条２項において、

特67条１項は挙げられておらず、特許出願Ａの願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載さ

れた事項のみを含む請求項についての特許権の存続期間であっても、特許出願Ｂの日から20年をもって終

了する。よって、本枝は誤り。 

 

３ ○ 特42条２項 

特41条１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から１年３月を経過し

た後は、その主張を取り下げることができない（特42条２項）。したがって、本枝前段は正しい。一方、特

41条１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から１年３月以内に取り下げられたと

きは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす（特42条３項）という規定はあるが、優先権

の主張を伴う特許出願の取り下げについては特に制限されていない。したがって、本枝後段も正しい。よ

って、本枝は正しい。 

 

４ ○ 特184条の15第４項 

特184条の15第４項においては、PCT23条、40条の規定を考慮し、特41条１項の優先権の主張の基礎とさ

れた国際特許出願のみなし取下げの時期を調整するため、特42条１項の「その出願の日から１年３月を経過

した時」とあるのを「特184条の４第６項の国内処理基準時又は特184条の４第１項の国際出願日から１年３

月を経過した時のいずれか遅い時」と読み替えて適用している（青本 特184条の15参照）。したがって、

特許出願Ａは、国内処理基準時又は国際出願日から１年３月を経過した時のいずれか遅い時に取り下げた

ものとみなされる。よって、本枝は正しい。 

 

５ ○ 特41条１項柱書 

優先権は、特許出願に係る発明、すなわち特許請求の範囲に記載された発明について主張するものであ

り、その優先権の主張は先の出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明が基礎となる（特41条１項

柱書）。また、先の出願が外国語書面出願である場合には、出願日に提出された外国語書面が基礎となる

（同かっこ書）。したがって、優先権主張の基礎となるのは、特許出願Ａの願書に添付した外国語書面に記

載された発明であって、翻訳文に記載された発明ではない。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H23-5】 

国内優先権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

ただし、特許出願Ａ及び特許出願Ｂに関して、特許出願Ａの出願後、特許出願Ｂが出願されるまでの期

間は１年以内であるとし、各設問において掲げられている条件を除き、特許出願Ｂについて、特許法第41

条に定める要件は各設問においてすべて満たされているとする。 

また、特に文中に示した場合を除いて、「特許出願」は、外国語書面でも国際出願に係るものでも実用新

案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄、取下げ又

は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主

張も伴わず、出願公開の請求がされておらず、仮専用実施権者及び登録した仮通常実施権者もなく、また、

いったんした優先権の主張は取り下げないものとする。 

 

（イ）甲が特許出願Ｂを出願する際に、特許出願Ｂに係る発明について、自ら出願した特許出願Ａの願書に最

初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張した場合、

特許法の規定によれば、出願Ｂを出願した日から１年６月を経過したとき、出願Ｂについての出願公開

が行われる。 

 

（ロ）甲が特許出願Ａの出願時の出願人でなくても、特許出願Ｂに先立って、当該出願Ａに係る特許を受ける

権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、甲は、出願Ｂの出願の際に、出願Ｂに係

る発明について、出願Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イ

に基づいて優先権を主張することができる場合がある。 

 

（ハ）甲がした特許出願Ａが実用新案登録出願からの変更出願であっても、甲は、特許出願Ｂを出願する際に、

出願Ｂに係る発明について、出願Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載さ

れた発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。 

 

（ニ）甲がした特許出願Ａが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であって

も、甲は、出願Ｂを出願する際に、出願Ｂに係る発明について、国際出願日における出願Ａの明細書、

請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。 

 

（ホ）甲がした特許出願Ａがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても、甲は、特許出願Ｂを

出願する際に、特許出願Ｂに係る発明について、出願Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範

囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ３】 

（イ）× 特64条１項、17条の３かっこ書 

特許庁長官は、特許出願の日から１年６月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、

その特許出願について出願公開をしなければならない（特64条１項）。ここで、特許出願の日とは、特

41条１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日をいう

（特17条の３かっこ書）。したがって、本枝では、出願Ａを出願した日から１年６月を経過したとき、

出願Ｂについての出願公開が行われる。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）○ 特41条１項柱書 

特許を受けようとする者は、所定の場合を除き、その特許出願に係る発明について、「その者が特許

を受ける権利を有する特許出願であって先にされたもの」の願書に最初に添付した明細書、特許請求の

範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる（特41条１項柱書）。すなわ

ち、優先権を主張することのできる者は、特許を受けようとする者であって既にされている特許出願の

出願人である者（その出願に関する特許を受ける権利の承継人を含む）である。本枝では、甲が、出願

Ｂに先立って、出願Ａに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ている（特34

条４項）ため、甲は出願Ａに関する特許を受ける権利の承継人である。したがって、甲は、出願Ｂの出

願の際に、出願Ａに記載された発明イに基づいて優先権を主張できる。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）× 特41条１項２号 

先の出願が、特46条１項の規定による出願の変更に係る特許出願である場合、優先権を主張すること

ができない（特41条１項２号）。分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を基礎として

は優先権の主張をすることができないとしたのは、これを認めることとするとそれらの出願が分割又は

変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増

大することによる（青本 特41条参照）。したがって、本枝では、甲は、出願Ａに記載された発明イに

基づいて優先権を主張できない。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）○ 特41条１項、184条の３第１項 

PCTに基づく国際出願であって日本国を指定国として含むもの（特許出願に係るものに限る）は、その

国際出願日にされた特許出願（国際特許出願）とみなされるので（特184条の３第１項）、この国際出願

による特許出願は、特許出願として特許法等の規定の適用を受けることとなり、特41条の規定について

も同様である。したがって、本枝では、甲は、国際出願日における出願Ａに記載された発明イに基づい

て優先権を主張できる。よって、本枝は正しい。 

 

（ホ）○ 特41条１項 

先の特許出願は、特41条１項１号～５号のいずれかに該当する場合を除き、国内優先権の主張の基礎

とすることができる（特41条１項）。本枝では、パリ条約による優先権を主張してなされた出願は、特

41条１項１号～５号のいずれにも該当しないので、甲は、出願Ａに記載された発明イに基づいて優先権

を主張できる。よって、本枝は正しい。 

ただし、本枝では、国内優先権の基礎とされた先の出願（出願Ａ）が、その前になされた出願（第１

の出願）にパリ条約による優先権の主張を伴っているので、第１の出願に記載された発明について再度

（すなわち累積的に）優先権を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することとなる。したがって、

出願Ａの明細書等に記載された事項のうち第１の出願の明細書等にすでに記載されている事項について

は優先権の主張の効果は認められず、第１の出願の明細書等に記載されていない部分のみについて優先

権の主張の効果が認められる（特41条２項及び３項）。 

 

したがって、正しいものは、（ロ）、（ニ）、（ホ）の３つであるから、正解は３。 



ＴＡＣ無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます  2015短答本試験徹底分析講座(1) 

 

 -13- ＴＡＣ弁理士講座 

【平成26年本試験 問20 テーマ：審査・出願の公開】 

特許出願の審査及び出願の公開に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

 

（イ）審査官に特許法第139条第１号から第５号まで及び第７号に規定する除斥の原因があるときは、特許出

願人は、除斥の申立をすることができる。 

 

（ロ）パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とした出願の日から３年以内

に出願審査の請求がなかったとき、取り下げられたものとみなされる。 

 

（ハ）特許出願Ｂは、特許出願Ａから分割されたものであり、出願と同時に出願審査の請求がされたものであ

る。審査官が、出願Ｂについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、出願Ｂ

の出願審査の請求の後に出願Ａについて通知された拒絶の理由と同一であるときは、審査官は、その旨を

併せて通知しなければならない。 

 

（ニ）最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、明瞭でない記載の釈

明のみを目的とするものであって、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもので

ある場合において、補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないときは、当該補正

は却下される。ただし、最後の拒絶理由通知とは、特許法第17条の２第１項第３号に規定する最後に受け

た拒絶理由通知をいうものとする。 

 

（ホ）外国語書面出願が、特許法第36条の２第２項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されて

いないものである場合、特許出願人は、出願公開の請求をすることができない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 １】 

●解答のポイント 

他の特許出願の審査において通知済みの拒絶理由を再度通知する場合には、特50条の２

の規定による通知がされ、最後の拒絶理由通知がされた場合と同様の補正制限が課される。

これにより、出願人による拒絶理由通知書の精査を促し、不要な分割出願を抑止すること

を目的としている（青本 特50条の２参照）。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-23, H22-57, H21-25, H20-20, H20-50, H18-18 

 

（イ）× 特48条 

特139条１号から５号まで及び７号〔除斥〕の規定は、審査官に準用する（特48条）。特48条において

は特139条の規定のみ準用し、その他の規定、たとえば、特140条の除斥の申立についての規定、特142

条の除斥の申立の方式についての規定等は準用されていない。これらの規定を準用しなかったのは、審

査においては法律にもとづく除斥の申立、その申立についての処分等はいたずらに手続を複雑にするた

め不要と考えたものである（青本 特48条参照）。したがって、特許出願人は、除斥の申立てをするこ

とができない。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）× 特48条の３第１項・４項 

特許出願があったときは、何人も、その日から３年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願

審査の請求をすることができる（特48条の３第１項）。「その日」というのは実際にその特許出願がさ

れた日をいい、パリ条約による優先権の主張を伴う出願についての第一国出願日ではない（青本 特48

条の３参照）。本枝のパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とした

出願の日から３年以内に出願審査の請求がなくても、その特許出願の日から３年以内に出願審査の請求

をすれば、取り下げられたものとみなされない（特48条の３第４項）。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）× 特50条の２かっこ書 

「他の特許出願（出願Ａ）」についての拒絶理由の通知が、「当該特許出願（出願Ｂ）」についての出

願審査の請求よりも後だった場合は、特50条の２かっこ書の「当該特許出願についての出願審査の請求

前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかった」場合に該当する。よって、本枝は誤

り。 

 

（ニ）× 特17条の２第５項２号・４号、６項、53条 

最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正について、独立特許要件が課されるのは限定的減縮に

相当する補正がなされた請求項のみであり（特17条の２第５項２号、６項）、これに相当しない「明り

ょうでない記載の釈明」のみの補正がなされた請求項（特17条の２第５項４号）については、独立して

特許を受けることができない理由が存在する場合において、それを理由として補正を却下してはならな

い（特53条）。よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）○ 特64条の２第１項３号 

外国語書面出願については、翻訳文の提出がない場合に出願公開の請求をすることができない（特64

条の２第１項３号）。翻訳文の提出がなければ公報の発行及びその準備に入ることができないことによ

る（青本 特64条の２参照）。よって、本枝は正しい。 

 

したがって、正しいものは、（ホ）の１つであるから、正解は１。 
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【過去類題 H25-23】 

特許出願の審査及び出願公開に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

ただし、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の２第１項第３号に規定する「最後

に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。また、特許法第26条（条約の効力）の規定については考慮に

入れる必要がないものとする。 

 

（イ）出願公開の請求がされることなく出願公開された特許出願について、出願公開がされた日から２年後に

出願審査の請求をすることができる場合がある。 

 

（ロ）特許法第17条の２第３項（いわゆる新規事項の追加の禁止）の規定に違反する補正がされた場合、審査

官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。 

 

（ハ）特許庁長官は、出願審査の請求がされている特許出願について、出願公開後に特許出願人でない者が業

として特許出願に係る発明を実施していると認める場合は、審査官にその特許出願を他の特許出願に優

先して審査させなければならない旨特許法に規定されている。 

 

（ニ）出願公開の請求があった後に、その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず

出願公開される。 

 

（ホ）特許出願が、特許法第36条第４項第２号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていない

ものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができ

る。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ２】 

（イ）○ 特48条の３第２項 

特許出願の分割に係る新たな特許出願等については、特許出願から３年以内の期間（特48条の３第１

項）の経過後であっても、その特許出願の分割等の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすること

ができる（特48条の３第２項）。したがって、特許出願の日から１年６月の出願公開（特64条１項）の

日から２年後でも、前述の30日以内であれば、出願審査の請求をすることができる。よって、本枝は正

しい。 

 

（ロ）× 特50条ただし書 

最後の拒絶理由通知に対する補正について却下の決定（特53条１項）をする場合、審査官は、特許出

願人に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与える必要はない（特50条ただし書）。し

たがって、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはある。

よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）× 特48条の６ 

特許庁長官は、所定の場合に、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して「審査させることが

できる」（特48条の６）。すなわち、特48条の６は、裁量規定であり、本枝の「審査させなければならな

い」のような強行規定ではない。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）○ 特64条の２第２項 

出願公開の請求は、取り下げることができない（特64条の２第２項）。したがって、出願公開の請求

があった後に、その特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず出願公開される。よって、本

枝は正しい。 

 

（ホ）× 特48条の７ 

「審査官」は、特許出願が特36条４項２号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出

願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる

（特48条の７）。これに対して、本枝では、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべき

ことを命ずることができる、としている。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、正しいものは、（イ）、（二）の２つであるから、正解は２。 
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【過去類題 H22-57】 

特許出願の審査に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

ただし、特許出願は、特許法第184条の３第１項により特許出願とみなされた国際出願ではないものとす

る。 

 

１ 特許出願人が、特許出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち特許出願の時に知っているものがあ

るにもかかわらず、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないと認めら

れる場合、審査官は、特許出願人に対し、その旨を通知して意見書を提出する機会を与えることなく、そ

の文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として拒絶の理由を

通知することができる。 

 

２ 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特

定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないが、発明を特定するために必要と認め

られる事項の一部しか記載されていないことを理由としては、特許出願が拒絶されることはない。 

 

３ 特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には、その訴訟手続が完結するまで、

特許出願の審査を中止することができる。 

 

４ 審査官は、特許出願Ａについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、Ａと

同一の特許出願人による他の特許出願Ｂについての拒絶理由の通知に係る拒絶の理由と同一であっても、

その旨を併せて通知しなくてもよい場合がある。 

 

５ 最後の拒絶理由通知（特許法第17条の２第１項第３号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）

を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤

記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合にお

いて、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をするときは、更に特許出願人

に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をも

ってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 
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【正解 １】 

１ × 特 48 条の７、49 条５号 

審査官は、特許出願が先行技術文献情報の開示義務（特36条４項２号）に違反している場合には、特許出

願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる（特48

条の７）。一方、かかる事前通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の

提出によってもなお特36条４項２号に規定する要件を満たすこととならないときは、拒絶される（特49条５

号）。すなわち、特49条５号による拒絶の理由は、事前通知をした後でなければ、通知することができない。

本枝では、審査官は、事前通知して意見書を提出する機会を与えることなく、その文献公知発明に関する

情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないこと（先行技術情報の開示義務違反）を理由として拒絶の

理由を通知することはできない。よって、本枝は誤り。 

 

２ ○ 特 36 条５項、49 条 

特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特

定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない（特36条５項）。特許請求の範囲の記載

が正確でないときは、その権利の制約を受ける公衆が困るのみならず、権利者自身も無用の争いに対処し

なければならず、不利不便をまぬかれないからである（青本特36条参照）。したがって、本枝の前半部は、

当該規定のとおりであるから、正しい。 

一方、特36条５項は、拒絶理由ではない（特49条各号）。たとえば、発明の詳細な説明に記載した発明の

一部についてのみ特許請求の範囲に記載し、他の一部の発明については記載されていないときは、公開を

したにもかかわらず権利の請求をしなかったことになるだけである（青本特36条参照）。本枝の後半部につ

いては、発明を特定するために必要と認められる事項の一部しか記載されていないことは、拒絶理由でな

いから、これを理由として特許出願が拒絶されることはない。したがって、本枝の後半部は正しい。よっ

て、本枝は正しい。 

 

３ ○ 特 54 条１項 

審査において必要があると認めるときは、訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる（特

54条１項）。たとえば、当該規定は、特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合等に

適用される（青本特54条参照）。本枝では、特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場

合であるから、本規定における審査の中止の必要が認められ、その訴訟手続が完結するまで、特許出願の

審査を中止することができる。よって、本枝は正しい。 

 

４ ○ 特 50 条の２ 

審査官は、拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願に係る拒絶

の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない（特50条の２）。かかる規定は、当該

特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方について、適法な出願分割がなされたことにより、

当該特許出願と同時にされたこととなっているものに限定して適用される（同条かっこ書、44条２項）。分

割出願制度の濫用防止のためである。したがって、審査官は、特許出願Ａ及びＢが同時にされたこととな

っているものでない場合には、その旨を併せて通知しなくてもよい。よって、本枝は正しい。 

 

５ ○ 特 53 条１項、17 条の２第５項 

最後の拒絶理由通知（特17条の２第１項３号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう）について

した補正が特17条の２第３項乃至６項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送

達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない（特53条１項）。本

枝では、最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正は、特17条の２第

５項の規定に違反している。また、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定を

しようとしている。したがって、審査官は、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を

指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査

定をしなければならない。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H18-18】 

特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあ

るか。 

ただし、以下において「最初の拒絶理由通知」とは、拒絶理由の通知を特許法第17条の２第１項第１号に

規定する「最初に受けた場合」における当該通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同第３号に規定す

る「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。 

 

（イ）最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてした補正が、誤記の訂正のみ

を目的とするものに該当する場合、その補正は、当該補正後の特許請求の範囲に記載した事項により特

定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであることを理由として却下さ

れることはない。 

 

（ロ）最初の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についての補正がなされた場合であっ

ても、その後にされる拒絶理由通知が、最後の拒絶理由通知となるとは限らない。 

 

（ハ）特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、

いつでも当該特許出願の分割をすることができる。ただし、当該特許出願は、外国語書面出願でも国際

出願に係るものでもないものとする。 

 

（ニ）出願審査の請求をした特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでもその出願審査の請

求を取り下げることができる。 

 

（ホ）異なる特許出願人から同一の発明について同日に２以上の特許出願があった場合、審査官は、相当の期

間を指定して、特許法第39条第２項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を特許出願人に命じなけれ

ばならない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ３】 

（イ）○ 特 17 条の２第６項 

独立特許要件は、特許請求の範囲の減縮（特17条の２第５項２号）について要求されているが、誤記

の訂正（同項３号）には要求されていない。よって、本枝は正しい。 

 

（ロ）○ 特 17 条の２第１項３号 

最後の拒絶理由通知とは、原則として、最初の拒絶理由通知に対する補正により通知することが必要

となった拒絶理由のみを通知するものをいうので、最初の拒絶理由通知において補正がなされた場合に、

その後に通知されるのが最後の拒絶理由通知とは限らない。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）○ 特 44 条１項、17 条の２第１項 

特許出願の分割は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができ

る期間内にすることができる（特44条１項１号）。ここで、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又

は図面について補正をすることができる期間は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるが、拒絶

理由の通知を受けた後は、特17条の２第１項各号に掲げる場合に限られる（特17条の２第１項）。した

がって、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において、最初の拒絶理由の通知を受けるまでは、いつ

でも当該特許出願を分割することができる。よって、本枝は正しい。 

 

（ニ）× 特 48 条の３第３項 

出願審査の請求は、取り下げることができない。出願審査の請求が審査開始の条件にすぎないからで

あり、また出願審査の請求がいったんなされた後は、出願審査の請求の手続自体が係属するものではな

いからである。よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）× 特 39 条６項 

協議命令をするのは、特許庁長官であり、審査官ではない。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、正しいものは（イ）、（ロ）、（ハ）の３つであるから、正解は３。 
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【平成26年本試験 問24 テーマ：拒絶査定不服審判・前置審査】 

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査（以下「前置審査」という。）

に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。 

 

（イ）拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面について補正があった。

当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることがで

きる。 

 

（ロ）審判官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の２第３項に規定する要件（いわ

ゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていないと認めた場合、その補正を却下することができる。 

 

（ハ）拒絶査定不服審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、申請によって当該

審判に参加することができる。 

 

（ニ）拒絶査定不服審判において、審判長は、当事者の申立てがある場合に限り、口頭審理による審判をする

ことができる。 

 

（ホ）前置審査において、拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消され、かつ新たな拒絶の理由が発見

されないとき、審査官は、その旨を特許庁長官に報告しなければならない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ５】 

●ポイント 

 前置審査（特162条）の流れは条文だけでは理解しにくい部分がある。特許庁の資料にあ

るフロー図などを使って、前置審査から拒絶査定不服審判（特121条）へつながる流れを正

確に理解する必要がある。また、その流れを、説明できるよう準備しておくことが必要で

ある。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-40, H25-50, H24-28, H24-57, H23-26, H22-60 

 

（イ）× 特162条 

特162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請

求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審

査官にその請求を審査せなければならない旨を規定している。したがって、図面について補正がされた

のであれば、当該補正が軽微であるか否かにかかわらず、特許庁長官は審査官にその請求を審査させな

ければならない。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）× 特163条１項かっこ書 

前置審査においても、補正却下の規定である特53条１項が準用されている（特163条１項）。しかし、

特53条１項中の「補正が」とあるのは「補正（特17条の２第１項３号に掲げる場合にあっては、拒絶査

定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」との読み替えがなされており、拒絶査定不服審判の請求

前にされた補正については、却下の対象とはされない（特163条１項かっこ書）。このため、審判官は、

拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の２第３項に規定する要件を満たしていない

と認めた場合であっても、当該補正を却下することはできない。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）× 特161条 

特161条は、参加について規定する特148条は、拒絶査定不服審判には適用しない旨を規定している。

したがって、拒絶査定不服審判の結果について利害関係を有する者であっても、当該審判に参加するこ

とはできない。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）× 特145条２項ただし書 

特145条２項は、無効審判以外の審判については書面審理を原則とし、例外として口頭審理によるべき

旨を規定している（青本 特145条参照）。同項ただし書より、審判長は、当事者の申立てにより又は職

権で書面審理を口頭審理によるものとすることができる。したがって、拒絶査定不服審判において審判

長が口頭審理による審判をすることができるのは、当事者の申立てがある場合に限られない。よって、

本枝は誤り。 

 

（ホ）× 特 164 条１項・３項 

特164条３項は、審査官は、前置審査において特許をすべき旨の査定をする場合を除き、当該審判の請

求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない旨を規定してい

る。しかしながら、本枝の場合、前置審査において、拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消さ

れ、かつ新たな拒絶の理由が発見されないことから、拒絶査定は取り消され特許をすべき旨の査定がな

される（特164条１項）。したがって、特164条３項に基づき、審査の結果が特許庁長官に報告されるこ

とはない。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、誤っているものは、（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）の５つであるから、正解は５。 
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【過去類題 H25-40】 

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査（以下「前置審査」という。）

に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 

１ 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、特許法第121条第１項に

規定する期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあっ

ては、２月）以内でその期間の経過後６月以内に期間の延長を請求しなければ、当該審判を請求することが

できない。 

 

２ 拒絶査定不服審判の請求において、特許法第53条第１項の規定による補正の却下の決定に対する不服の

申立てを行う場合には、当該審判の請求人は、その審判の請求と同時に特許出願の願書に添付した明細書、

特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。 

 

３ 拒絶査定不服審判において、当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には、審判長は、口

頭審理によるものとしなければならない。 

 

４ 前置審査において、審査官は、査定の理由と異なる拒絶の理由を通知すれば、当該拒絶の理由により、

当該前置審査に係る審判の請求について拒絶をすべき旨の査定をすることができる場合がある。 

 

５ 拒絶をすべき旨の査定前の拒絶理由通知において指定された期間内にされた願書に添付した明細書、特

許請求の範囲又は図面の補正が、拒絶査定不服審判の請求後に、特許法第17条の２第３項に規定する要件

（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていないと判断されたときに通知される拒絶理由通知は、特許

法第17条の２第１項第３号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に該当する場合がある。 
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【正解 ５】 

１ × 特121条２項 

拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、特121条１項に規定する

期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあっては、２

月）以内でその期間の経過後６月以内にその請求をすることができる（特121条２項）。したがって、拒絶

査定不服審判を請求するに際して、期間の延長を請求する必要はない。よって、本枝は誤り。 

 

２ × 特17条の２第１項４号 

拒絶査定不服審判の請求と同時に、願書に添付した明細書等について補正することができる（特17条の２

第１項４号）。ここで、拒絶査定不服審判の請求において、特53条１項の規定による補正の却下の決定に対

する不服の申立てを行う場合に、当該補正が制限される旨の規定は、同号含めて存在しない。よって、本

枝は誤り。 

 

３ × 特145条２項 

拒絶査定不服審判は書面審理によるが、審判長は、当事者である審判請求人の申立により、口頭審理に

よるものとすることができる（特145条２項）。すなわち、口頭審理によるものとするのは、審判長の裁量

であって、必ずそうしなければならない訳ではない。よって、本枝は誤り。 

 

４ × 特164条３項 

前置審査においてすることができる査定は、特許をすべき旨の査定に限られる（特164条３項）。拒絶を

すべき旨の査定等をすると審判請求人は再度審判請求しなければならず、過度の負担をかけることになる

からである（青本特164条３項参照）。よって、本枝は誤り。 

 

５ ○ 特158条 

拒絶査定不服審判においては続審主義が採用されている（特158条）ため、審査段階での拒絶理由通知に

対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを、拒絶査定不服審判の請求後にする場合で

も最後の拒絶理由通知とすることができる。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H25-50】 

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査（以下「前置審査」という。）

に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

 

（イ）特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許

出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、査定を取り消し、

審査官にその請求を審査させなければならない。 

 

（ロ）拒絶査定不服審判において、その請求を理由があると判断し、かつ、査定の理由と異なる拒絶の理由を

発見しない場合に、さらに審査に付すべき旨の審決をしないときは、特許をすべき旨の審決をしなけれ

ばならない。 

 

（ハ）拒絶査定不服審判において、さらに審査に付すべき旨の審決をするときに、査定を取り消さない場合が

ある。 

 

（ニ）前置審査においてされた拒絶理由通知は、その後の拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。 

 

（ホ）前置審査において、審査官が特許法第53条第１項の規定による補正の却下の決定をすることができるの

は、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をするときに限られ

る。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ３】 

（イ）× 特162条 

特162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に明細

書等の補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない旨を規定しているが、その

際に、査定を取り消すとは規定されていない。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）○ 特159条３項で準用する特51条 

特159条３項は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合、拒絶の理由を発見しないときは、

準用する特51条に基づき特許をすべき旨の審決をしなければならない旨を規定している。本枝の場合、

拒絶査定不服審判において、その請求を理由があると判断されており、査定の理由と異なる拒絶の理由

も存在しない。加えて、さらに審査に付すべき旨の審決もされない。したがって、特許をすべき旨の審

決をしなければならない。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）× 特160条１項 

特160条１項は、拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決

をすることができる旨を規定しているのであって、査定を取り消さずにさらに審査に付すべき旨の審決

をすることができるとは規定していない。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）○ 特158条 

特158条は、審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する旨を規定し

ており、審査と拒絶査定不服審判とが続審であることを規定している。すなわち、第一審である審査を

基盤として審理を続行し、新しい資料を補充して、審査官の判断の当否を調査するのであり、本条に言

う審査には前置審査における審査も含まれる（青本特158条参照）。このため、前置審査においてされた

拒絶理由通知は、その後の拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。よって、本枝は正しい。 

 

（ホ）○ 特164条２項 

特164条２項は、審査官は、特許をすべき旨の査定をする場合を除き、補正について特163条１項で準

用する特53条１項の規定による却下の決定をしてはならない旨を定めている。このため、前置審査にお

いて、審査官が補正の却下の決定をすることができるのは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を

取り消し、特許をすべき旨の査定をするときに限られる。よって、本枝は正しい。 

 

したがって、正しいものは、（ロ）、（ニ）、（ホ）の３つであるから、正解は３。 
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【過去類題 H24-28】 

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査（以下「前置審査」という。）

に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 

１ 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願

書に添付した図面について補正がされ、特許請求の範囲について補正がされていないときは、審査官にそ

の請求を審査させる必要はない。 

 

２ 前置審査において、審査官が、特許をすべき旨の査定をするときは、拒絶をすべき旨の査定を取り消す

とともに、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 

 

３ 前置審査に付されたか否かにかかわらず、拒絶査定不服審判において拒絶をすべき旨の査定を取り消す

ときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 

 

４ 特許権の存続期間の延長登録の出願に係る拒絶査定不服審判においても、前置審査に付される場合があ

る。 

 

５ 前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が願書に最初に添付した明細書、

特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないことを発見したときは、当該補

正の却下の決定をすることができる。 
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【正解 ３】 

１ × 特162条 

特162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求

に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官

にその請求を審査させなければならない旨を規定している。したがって、特許請求の範囲について補正が

されていなくとも、図面について補正がされたのであれば、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させ

なければならない。よって、本枝は誤り。 

 

２ × 特164条３項 

特164条３項には、審査官は、前置審査において特許をすべき旨の査定をする場合を除き、当該審判の請

求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない旨が規定されてい

る。したがって、特許をすべき旨の査定をする場合は、審査の結果を特許庁長官に報告する必要はない。

よって、本枝は誤り。 

 

３ ○ 特160条１項 

特160条１項は、拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をす

ることができる旨を規定している。また、本規定において、前置審査に付されていることは要件とされて

いない。よって、本枝は正しい。 

 

４ × 特162条 

特162条は、特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求

に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、審査官

にその請求を審査させなければならない旨を規定している。しかし、延長登録出願の拒絶査定不服審判で

は、願書に添付した明細書等の補正はされないため、前置審査に付される場合はない。よって、本枝は誤

り。 

 

５ × 特163条１項かっこ書 

前置審査においても、補正却下の規定である特53条１項が準用されている（特163条１項）。しかし、特

53条１項中の「補正が」とあるのは「補正（特17条の２第１項３号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服

審判の請求前にしたものを除く。）が」との読み替えがなされており、拒絶査定不服審判の請求前にされた

補正については、却下の対象とはされない（特163条１項かっこ書）。よって、本枝は誤り。 
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【平成26年本試験 問25 テーマ：特許を受ける権利】 

特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 

１ 従業者等は、勤務規則の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合、当該

仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、相当の対価の支払を受け

る権利を有する。 

 

２ 従業者等が、勤務規則の定めにより職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合であ

っても、従業者等がその特許を受ける権利を第三者に譲渡することにより、使用者等は、その特許を受ける

権利の承継をその第三者に対抗することができないことがある。 

 

３ 勤務規則において相当の対価を定める場合、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に

関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇を考慮して、その定めたところにより対価を支払う

ことが不合理と認められるものであってはならない旨特許法に規定されている。 

 

４ 従業者等と使用者等の間で、職務発明に関して、使用者等への特許を受ける権利の承継及び相当の対価に

ついて定める契約を締結した場合には、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるこ

とはない。 

 

５ 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて

取得すべき専用実施権について、他人に対してさらに仮専用実施権を設定することができる。 
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【正解 ２】 

●ポイント 

 特許を受ける権利については、出願の前後における権利の承継や、仮専用実施権、仮通

常実施権、職務発明などと組み合わせた出題が想定される。平成23年法改正で仮通常実施

権にも当然対抗制度が導入されたことに注意する必要がある。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-15, H24-37, H22-11, H21-12, H20-42 

 

１ × 特35条３項 

従業者等が契約により職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、特34条の

２第２項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき、すなわち、仮専用実施権に係る特許

出願について特許権の設定の登録があったとき（特34条の２第２項）は、相当の対価の支払を受ける権利を

有する（特35条３項）。したがって、特許権の設定の登録がされる前に、当該従業者等が相当の対価の支払

を受ける権利を有することはない。よって、本枝は誤り。 

 

２ ○ 特34条１項・４項 

特34条１項は、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第

三者に対抗することができない旨を規定する。また、同条４項は、特許出願後における特許を受ける権利の

承継は、相続その他一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない旨を規定し

ている。特許出願前における特許を受ける権利の承継については、適当な公示手段がないので、特許出願を

もって対抗要件とされている（青本 特34条参照）。本枝の場合、予約承継により使用者等は従業者から職

務発明についての特許を受ける権利を承継していると考えられるが（特35条２項反対解釈）、使用者等が特

許出願をしているかは不明である。したがって、従業者等から特許を受ける権利の譲渡を受けた第三者が従

業者等よりも先に特許出願をしていた場合、使用者等は、その特許を受ける権利の承継をその第三者に対抗

することができないことがある。よって、本枝は正しい。 

 

３ × 特35条４項・５項 

特35条４項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定す

るための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示

の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたとこ

ろにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない旨を規定している。そして、同条

５項は、対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められ

る場合、対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う

負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない旨を規定している。本枝は、

対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合

の算定法を、勤務規則において相当の対価を定める場合に適用している。よって、本枝は誤り。 

 

４ × 特35条４項 

従業者等と使用者等の間で、職務発明に関して、使用者等への特許を受ける権利の承継及び相当の対価に

ついて定める契約を締結した場合であっても、上記の特35条４項の規定に基づき、その定めたところにより

支払うことが不合理か否か、判断がなされる。したがって、その定めたところにより対価を支払うことが不

合理と認められる場合もある。よって、本枝は誤り。 

 

５ × 特34条の２第４項 

特34条の２第４項は、仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮

専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる旨を規

定しており、他人に仮専用実施権を設定することができる旨は規定されていない。よって、本枝は誤り。 
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【過去類題 H25-15】 

特許を受ける権利等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

 

１ 特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができない。 

 

２ 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に２以上の特許出願があったときは、特許

出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。 

 

３ 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、

各共有者は、その特許を受ける権利を有する者の承諾及び他の共有者の同意を得た場合に限り、その仮専

用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。 

 

４仮専用実施権者が、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を

許諾した場合、その仮専用実施権が消滅しても、当該仮通常実施権は消滅しないことがある。 

 

５ 契約により職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた従業者が支払を受ける権利を有す

る相当の対価の額は、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価についての定めがない場合、その

職務発明により使用者が受けるべき利益の額、その職務発明に関連して使用者が行う負担や貢献及び従業

者の処遇その他の事情を考慮して定めなければならず、その負担や貢献には、当該発明の完成までに行う

負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献も含まれる。 
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【正解 ４】 

１ ○ 特33条 

特許を受ける権利を抵当権の目的とするためには、抵当権の目的とすることができるという規定が積極

的になければならないが（青本 特33条２項参照）、特許法にはそのような積極的に認める規定がないので、

特許を受ける権利は抵当権の目的とすることはできない。よって、本枝は正しい。 

 

２ ○ 特34条２項 

同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に２以上の特許出願があったときは、特許

出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない（特34条２項）。よって、

本枝は正しい。 

 

３ ○ 特34条の２第８項で準用する特33条４項 

特34条の２第８項で準用する特33条４項により、仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、その

特許を受ける権利を有する者の承諾及び他の共有者の同意を得なければ、その仮専用実施権に基づいて取

得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができない。よって、本枝は正しい。 

 

４ × 特34条の３第11項 

特34条の３第11項は、仮通常実施権の消滅について規定している。仮専用実施権者の許諾に基づく仮通

常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは消滅する。したがって、その仮専用実施権が消滅しても、

当該仮通常実施権が消滅しないことはない。よって、本枝は誤り。 

 

５ ○ 特35条５項 

特35条５項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて、「相当の対価」についての定めがない場合におけ

る「相当の対価」の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が

行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない旨規定している。そし

て、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」には、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみな

らず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む（青本 特35条参照）。よ

って、本枝は正しい。 
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【過去類題 H24-37】 

特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 

１ 特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なけれ

ば、その特許出願を放棄することができない。 

 

２ 特許法第34条の３第１項の規定による仮通常実施権に係る特許法第41条第１項の先の出願の願書に最初

に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第１項の規定によ

る優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願

に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範

囲内において、仮通常実施権が許諾されたものと常にみなされる。 

 

３ 従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であっても、その発明をするに至

った行為がその使用者等における従業者等の過去の職務に属する発明については、あらかじめ使用者等に

特許を受ける権利又は特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効であ

る。 

 

４ 仮専用実施権について仮通常実施権が許諾されている場合には、仮専用実施権者は、仮通常実施権者の

承諾を得なければ、相続その他の一般承継の場合を除き、仮専用実施権を移転することができない。 

 

５ 特許法第34条の３第１項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があっ

たときは、仮通常実施権を許諾した者と特許権者とが異なる場合であっても、仮通常実施権を有する者に

対し、その特許権について、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾された

ものとみなされる。 
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【正解 ５】 

１ × 特38条の２ 

特38条の２は、特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾

を得た場合に限り、その特許出願を放棄すること等ができる旨規定する。これは、平成23年法改正で、仮

通常実施権の登録制度の廃止がなされたこと等により、旧法の特38条の２から「登録した仮通常実施権」が

削除されたものである。すなわち、平成23年法改正により、特許出願人は、その特許出願について仮通常

実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、その特許出願の放棄又は取下ができる

ようになった（平成23年法改正解説本参照）。よって、本枝は誤り。 

 

２ × 特34条の３第５項ただし書 

特34条の３第５項本文は、同条１項の規定による仮通常実施権に係る特41条１項の先の出願の願書に最

初に添付した明細書等に記載された発明に基づいて特41条１項の規定による国内優先権の主張があったと

きは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に

基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施

権が許諾されたものとみなす旨規定する。ただし、特34条の３第５項ただし書は、当該設定行為に別段の

定めがあるときは、この限りでない旨規定する。これに対して、本枝では「仮通常実施権が許諾されたもの

と常にみなされる」とされている。よって、本枝は誤り。 

 

３ × 特35条２項・１項 

特35条２項は、従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使

用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施

権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする旨規定する。したがって、

その発明が職務発明であれば、予約承継に関する定めの条項は有効である（特35条２項反対解釈）。ここで、

本枝の「従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であっても、その発明をする

に至った行為がその使用者等における従業者等の過去の職務に属する発明」は、職務発明に該当する（特35

条１項）。したがって、本枝の場合には、予約承継に関する定めの条項は有効である。よって、本枝は誤

り。 

 

４ × 特34条の２第３項 

仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する

者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる（特34条の２第３項）。

したがって、仮専用実施権の移転に際し、仮通常実施権者の承諾は不要である。よって、本枝は誤り。 

 

５ ○ 特34条の３第２項 

特34条の３第２項は、同条１項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録

があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行

為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす旨規定する。これは、平成23年法改正

で、当然対抗制度の導入により、仮通常実施権者は登録なくして第三者に対抗することができることとな

るため、仮通常実施権を許諾した者と特許権者が異なる場合であっても、仮通常実施権者に対して通常実

施権が許諾されたものとみなすことができるように、旧特34条の３第２項からかっこ書が削除されたもの

である（平成23年法改正解説本参照）。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H22-11】 

特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 

１ 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出さなければ、その効力を生じな

い。 

 

２ 特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なけれ

ば、その特許出願を取り下げることができない。 

 

３ 従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し、その設定の登録がされた場

合において、当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは、その特許出願について特許

権の設定の登録がされる前であっても、従業者は使用者に対し、相当の対価の支払を受ける特許法上の権

利を有する。 

 

４ 仮専用実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得れば、乙の

同意を得なくとも、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、丙に仮通常実施権を許

諾することができる。 

 

５ 仮通常実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに、

乙の同意を得れば、その仮通常実施権の甲の持分を目的として質権を設定することができる。 
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【正解 ナシ】 

１ × 特34条１項 

特34条１項において、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなけ

れば、第三者に対抗することができない旨、規定されている。特許出願前における特許を受ける権利の承

継については、適当な公示手段がないので、特許出願をもって対抗要件としたのである（青本特34条１項参

照）。すなわち、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なくても、その契約

等の時に効力を生じている。よって、本枝は誤り。 

 

２ × 特38条の２ 

平成23年法改正により、特許出願の取下の際、仮通常実施権者の承諾が不要となった（特38条の２）。し

たがって、特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときであっても、その者

の承諾を得ずにその特許出願を取り下げることができる。よって、本枝は誤り。 

 

３ × 特35条３項 

特35条３項において、従業者等が契約により職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した

場合において、特34条の２第２項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき、すなわち、

仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったとき（特34条の２第２項）は、相当の対

価の支払を受ける権利を有する旨、規定されている。したがって、当該職務発明に係る特許出願について

出願公開がされたときであっても、特許権の設定の登録がされる前は、相当の対価の支払を受ける権利を

有しない。よって、本枝は誤り。 

 

４ × 特34条の２第８項で準用する特33条４項 

特34条の２第８項で準用する特33条４項により、仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の

共有者の同意を得なければ、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常

実施権を許諾することができない。したがって、甲は、乙の同意を得なければ、丙に仮通常実施権を許諾

することはできない。よって、本枝は誤り。 

 

５ × 特34条の３第12項で準用する特33条２項 

特34条の３第12項で準用する特33条２項により、仮通常実施権は、質権の目的とすることができない。

したがって、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに乙の同意を得た場合であっても、

その仮通常実施権の甲の持分を目的として質権を設定することはできない。よって、本枝は誤り。 
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【平成26年本試験 問28 テーマ：特許権】 

特許権等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

 

１ 特許権が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許発明の実施をすること

ができない場合がある。 

 

２ 日本に特許権を有する特許権者が、日本国外において当該特許発明に係る特許製品を譲渡した場合におい

て、その特許権者は、当該譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から日本を除外する

旨を当該譲受人との間で合意した場合を除き、当該製品について日本で特許権を行使することはできない。 

 

３ 特許権者が日本において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同

一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、日

本で特許権を行使することができ、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特

許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断され

る。 

 

４ 判定の請求は、答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ取り下げることができない。 

 

５ 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求する前であっても、自己の実用新案権

の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。 



2015短答本試験徹底分析講座(1)  ＴＡＣ無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます 
 

ＴＡＣ弁理士講座 -38-  

【正解 ４】 

●ポイント 

特許権の効力に関する規定は、特68条以降に規定されている。論文試験でも重要な領域

であることから条文の内容とともに関連する判例についても確認しておくとよいだろう。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-27, H24-5, H24-45, H23-46, H22-52 

 

１ ○ 特73条２項 

特73条２項は、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有

者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる旨を規定している。したがって、契約で別段の

定めをした場合には、特許発明の実施に他の共有者の同意が必要となる場合がある。よって、本枝は正しい。 

 

２ ○ 最判平成９年７月１日（平成７年（オ）第1988号）BBS事件 

最判平成９年７月１日は、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に係る

製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域か

ら我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、当該製品について我が国において特許権に基

づき差止請求権損害賠償請求権等を行使することはできない、と判示している。本枝の記載は、最判平成９

年７月１日の内容に即したものである。よって、本枝は正しい。 

 

３ ○ 最判平成19年11月８日（平成18年（受）第826号）インクタンク事件 

最判平成19年11月８日は、特許権者等が我が国において、譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がさ

れ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権

者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきであるとした上で、特許製品の

新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態

様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当である、と判示している。本枝の記載は、最判平

成19年11月８日の内容に即したものである。よって、本枝は正しい。 

 

４ × 特71条３項において特155条２項不準用 

特71条３項では、特許発明の技術的範囲についての判定に関する手続を、審判の規定の準用により規定し

ている（青本 特71条参照）。ここで、答弁書の提出があった後の審判の請求の取下げについて規定してい

る特155条２項は、特71条３項で準用されてない。したがって、相手方の承諾の有無により判定の請求の取

り下げが制限されることはない。よって、本枝は誤り。 

 

５ ○ 実26条で準用する特71条 

実26条は、特71条の判定に関する手続を実用新案権に準用していることから、実用新案権者は、自己の

実用新案権の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。準用にあたり読み替え等

はされていないことから、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求する前であ

っても、自己の実用新案権の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。よって、

本枝は正しい。 
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【過去類題 H25-27】 

特許権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 

１ 出願書類が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある部分を含むときであっても、特許権の設定の

登録後に、利害関係人から閲覧の請求があった場合は、特許庁長官は、当該部分を含む出願書類全部を閲

覧させなければならない。 

 

２ 特許権の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の解釈においては、特許請求の範囲の記載の技術的意

義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書

の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のある場合に限って、明細書の発明

の詳細な説明を参酌することが許される。 

 

３ 特許権が２人の共有に係るものであるとき、共有者の１人が他の共有者に対し、他人に通常実施権を許

諾することについて同意を求めた場合、当該他の共有者は、正当な理由がない限り、この同意を拒むこと

ができない。 

 

４ 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可

その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するも

のとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない

期間が２年以上あったときに限り、５年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。 

 

５ 甲が医薬品についての特許権を有する場合に、乙が特許権の存続期間の終了後に当該医薬品と有効成分

等を同じくする医薬品を製造、販売することを目的として、その製造につき所定の法律に基づく承認申請

をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し、これを使用して前

記申請に必要な試験を行うことは、特許法上の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特

許権の侵害とはならない。 
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【正解 ５】 

１ × 特186条１項５号・２項 

何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、書類の閲覧を請求することができるが、公の秩序又は善良の

風俗を害するおそれがある書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、こ

の限りでない（特186条１項５号）。また、同５号の書類については、特許庁長官が当該請求を認めること

はない（特186条２項）。したがって、本枝において、特許庁長官が当該部分を含む出願書類全部を閲覧さ

せなければならない訳ではない。よって、本枝は誤り。 

 

２ × 特70条１項、２項 

特70条１項は、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなけれ

ばならない旨を規定する。また、特70条２項は、前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及

び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする旨を規定する。しかし

ながら、そのための条件については特に規定されておらず、特70条２項の適用は、本枝のような特段の事

情がある場合に限られるものではない。よって、本枝は誤り。 

 

３ × そのような規定は存在しない（参考：特73条３項） 

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に

通常実施権を許諾することができないが（特73条３項）、その同意を求めた場合に、当該他の共有者は、正

当な理由がない限り、この同意を拒むことができない旨の規定はない。よって、本枝は誤り。 

 

４ × 特67条２項 

特許権の存続期間は、所定の事情により、その特許発明の実施をすることができない期間があったとき

は、５年を限度として、延長登録の出願により延長することができる（特67条２項）。また、この規定が適

用される要件に、「その特許発明の実施をすることができない期間が２年以上あったとき」の要件は含まれ

ていない。したがって、当該期間が２年未満の場合でも、延長登録の出願により延長することができる。

よって、本枝は誤り。 

 

５ ○ 特69条１項 最判平成11年４月16日（膵臓疾患治療剤事件） 

最判平成11年４月16日では、薬事法は、医薬品の製造について、その安全性等を確保するため、あらか

じめ厚生大臣の承認を得るべきものとしているが、その承認を申請するには、各種の試験を行った上、試

験成績に関する資料等を申請書に添付しなければならないとされている。後発医薬品についても、その製

造の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要する点では同様

であって、その試験のためには、特許権者の特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品を生産

し、使用する必要がある。もし特許法上、右試験が特69条１項にいう「試験」に当たらないと解し、特許権

存続期間中は右生産等を行えないものとすると、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第

三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる、と判示している。この結果は、前示特許制度の根幹に

反するものというべきである。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H24-5】 

特許権の侵害に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。 

 

（イ）特許権者が譲渡した当該特許発明に係る特許製品につき加工や部材の交換がされても、特許権者は、特

許権の消尽により、その特許製品について当該特許権を行使することが常に許されない。 

 

（ロ）発明の実施行為の１つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許法において属地主義の原則の

例外が認められたことによるものである。 

 

（ハ）特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての使用のために所持する行為は、

当該特許権を侵害するものとみなされる。 

 

（ニ）特許法第101条の規定により特許権を侵害するものとみなされる行為を行った者に対して科される法定

刑の上限は、特許権を侵害した者に科される法定刑の上限と同じである。 

 

（ホ）日本に特許権を有する特許権者甲が、譲受人乙との間で当該特許発明に係る特許製品の販売先から日本

を除外する旨を合意した上で、国外において当該製品を譲渡した場合、譲受人乙の販売した当該製品を

国外で購入した第三者丙が、当該製品を業として日本に輸入しようとしたとき、甲は、常にその輸入行

為を差し止めることができる。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ５】 

（イ）× 最判平成19年11月８日（インクタンク事件） 

最判平成19年11月８日は、特許権者等が我が国において、譲渡した特許製品につき加工や部材の交換

がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、

特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである、と判示して

いる。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）× 特２条３項 

輸出行為自体は、国内で行われる行為であり、我が国の産業財産権の効力を直接的に海外における譲

渡等の行為に対して及ぼすものでもないため、属地主義には反しない（青本特２条３項参照）。したが

って、発明の実施行為の１つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許法において属地主義の

原則の例外が認められたことによるものではない。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）× 特101条３号 

特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持

する行為は当該特許権等を侵害するものとみなす（特101条３号）。しかし、「使用」のために所持する

行為は本号に該当しない。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）× 特196条、196条の２ 

平成18年の一部改正において特196条が改正され、侵害行為に対する懲役刑及び罰金額の上限が、そ

れぞれ10年、1000万円に引き上げられたが、特196条からは特101条の規定により特許権等を侵害する行

為とみなされる行為を行った者が除外され、新たに新設された特196条の２において、みなし侵害行為

に対する懲役刑及び罰金額の上限は、５年、500万円と規定された。よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）× 最判平成９年７月１日（BBS事件） 

最判平成９年７月１日は、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において当該特許発明に

係る製品を譲渡した場合においては、①特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし

使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、②その後の転得者に対しては

譲受人との間で右の旨を合意した上当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について

我が国において特許権に基づき差止請求権損害賠償請求権等を行使することはできない、と判示してい

る。本枝において、要件①は満たしているが、要件②を満たすか否かは明らかでない。したがって、要

件②を満たさない場合には、甲は、その輸入行為を差し止めることができない。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、誤っているものは、（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）の５つであるから、正解は５。 
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【過去類題 H24-45】 

特許権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

 

（イ）特許権が共有に係るときは、各共有者は、相続その他の一般承継の場合を除き、必ず他の共有者の同意

を得なければその持分を移転することはできない。 

 

（ロ）特許権の効力は、試験又は研究のためにした特許発明の実施により生産された物を業として販売する行

為には及ばない。 

 

（ハ）特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、当該特許に係

る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に

対し、当該特許権の移転を請求することができ、当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、

当該特許権に係る発明についての特許法第65条第１項の規定による補償金請求権は、初めから当該登録

を受けた者に帰属していたものとみなされる。 

 

（ニ）特許請求の範囲を「物質ａを有効成分として含有する医薬品」とする特許権の存続期間が延長された場

合の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった特許法第67条第２項の政令で定める処分である

薬事法の承認が〔有効成分として物質ａ、効能・効果として消化促進〕を備えた医薬品についてされたも

のである場合には、〔有効成分として物質ａ、効能・効果としてかゆみ止め〕を備えた医薬品を業として

生産する行為には及ばない。 

 

（ホ）甲が特許発明イに係る特許権Ａを有し、甲及び乙が特許発明ロに係る特許権Ｂを共有し、特許権Ｂに係

る特許出願が特許権Ａに係る特許出願の日前のものであり、特許発明イが特許発明ロを利用するもので

あるとき、甲は、契約で乙と別段の定をした場合を除き、業として特許発明イの実施をすることができ

る。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ３】 

（イ）× 特74条３項 

共有に係る特許権について特74条１項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、

特73条１項の規定は、適用しない（特74条３項）。すなわち、相続その他の一般承継の場合のほか、共

有に係る特許権の移転の請求に基づきその持分を移転する場合にも、他の共有者の同意を得る必要はな

い。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）× 特69条１項 

特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない（特69条１項）。しかし

ながら、本枝のように、試験又は研究のためにした特許発明の実施により「生産された物を業として販

売する行為」は、特69条１項に該当せず、特許権の効力が及ぶ。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）○ 特74条１項・２項 

本枝前段は、特74条１項に則した内容であり正しい。また、本枝後段は、特74条２項に則した内容で

あり正しい。よって、本枝は正しい。 

 

（ニ）○ 特68条の２ 

特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった特67条２項

の政令で定める処分の対象となった物についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない（特68

条の２）。ここで、医薬品の場合には、有効成分及び効能・効果が同一であれば、剤型、用法、用量、

製法等が異なる実施の形態にも、延長後の特許権の効力が及ぶこととなる（青本特68条の２参照）。本

枝では、効果・効能が相違するため、延長後の特許権の効力は及ばない。よって、本枝は正しい。 

 

（ホ）○ 特73条 

本枝において、特許権Ｂについては、甲及び乙それぞれが自由に実施できる（特73条２項）。したが

って、特許権Ａに係る特許発明イが特許権Ｂに係る特許発明ロを利用していたとしても、特73条２項を

類推適用し、契約で別段の定をした場合を除き、甲は業として特許発明イを実施することができる。よ

って、本枝は正しい。 

 

したがって、正しいものは、（ハ）、（ニ）、（ホ）の３つであるから、正解は３。 



ＴＡＣ無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます  2015短答本試験徹底分析講座(1) 

 

 -45- ＴＡＣ弁理士講座 

【平成26年本試験 問29 テーマ：分割・変更】 

特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次のうち、

誤っているものは、どれか。 

 

１ 特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許出願の日から３年を経過した後であっても

新たな特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができ、また、実用新案登録に基づく特許出

願についても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過した後であっても当該実用新

案登録に基づく特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる。 

 

２ 特許法第162条に規定する審査（前置審査）において、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合、当該拒

絶理由に対する意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内であれば、特許出願人は当該特許出願

の分割をすることができる。 

 

３ 実用新案権者は、自己の実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過する前であっても、そ

の実用新案登録について自ら実用新案技術評価の請求をした後は、その実用新案登録に基づいて特許出願を

することができない。 

 

４ 実用新案登録出願から変更された特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はあるが、実用新案登録

に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。 

 

５ 特許法第162条に規定する審査（前置審査）において、審査官が特許をすべき旨の査定をした場合、当該

査定の謄本の送達があった日から30日以内に特許出願人はその特許出願の分割をすることができる。 
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【正解 ５】 

●ポイント 

 特44条は出願の分割を、特46条は出願の変更を、特46条の２は実用新案登録に基づく特

許出願を、それぞれ規定している。特許出願の分割ができる時期については、平成20年に

拒絶査定を受けた出願人に対する手続保障の充実及び適正な補正等の対応を伴った審判請

求を行うことによる権利取得の促進の観点から、法改正がなされている（平成20年法改正

解説本p.51参照）。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-58, H24-9, H23-17, H22-6 

 

１ ○ 特48条の３第２項 

特48条の３第２項は、特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許出願の日から３年を

経過した後であっても新たな特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる旨を規定し

ている。したがって、本枝前半は正しい。また、特48条の３第２項は、実用新案登録に基づく特許出願につ

いても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過した後であっても当該実用新案登録

に基づく特許出願の日から30日以内に出願審査の請求をすることができる旨も規定している。したがって、

本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。 

 

２ ○ 特44条１項１号、特17条の２第１項１号かっこ書 

特44条１項１号は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時

又は期間内に特許出願人は特許出願を分割することができる旨を規定している。ここで、前置審査において、

特163条２項で準用する特50条に基づき、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合も、願書に添付した明細

書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる（特17条の２第１項１号かっこ書）。したが

って、本枝の場合、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。よって、本枝は正しい。 

 

３ ○ 特46条の２第１項２号 

特46条の２第１項２号は、出願人又は実用新案権者による実用新案技術評価請求後は、その評価請求され

た実用新案登録に基づく特許出願をすることができない旨を規定している。実用新案権者は、原則としてそ

の実用新案登録出願の日から３年に限り、実用新案登録に基づく特許出願を行えるとされているが、二重の

審査を防止するため、出願人又は実用新案権者による実用新案技術評価請求後は、実用新案登録出願の日か

ら３年を経過する前であっても、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることはできない（特46条２項

１項１号青本 特46条の２参照）。よって、本枝は正しい。 

 

４ ○ 実10条１項かっこ書 

特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができ（実10条１項）、実用新案登録出

願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる（特46条１項）。しかしながら、実用新

案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない（実10条１項かっこ書）。これは、実

用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願に変更できるとしてしまうと、実用新案登録出願の状態に

戻ることが可能となり、実用新案登録に基づく特許出願を行わずに実用新案権をそのまま存続していた場合

には不可能な補正・分割を行いうることによる（青本 実10条参照）。したがって、実用新案登録に基づく

特許出願を実用新案登録出願に変更できる場合はない。よって、本枝は正しい。 

 

５ × 特44条１項２号  

特44条１項２号は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内であれば、特許出願を分

割することができる旨を規定している。ここで、前置審査に付されて特許査定となった場合には、分割の機

会は与えられない（特44条１項２号かっこ書）。よって、本枝は誤り。 
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【過去類題 H25-58】 

特許出願の分割・変更、実用新案登録に基づく出願に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、

いくつあるか。 

 

（イ）外国語書面出願をもとの特許出願として分割をする場合、日本語による翻訳文を提出した後であっても、

日本語による翻訳文ではなく、その外国語書面に基づいて、分割をすることができる。 

 

（ロ）実用新案登録出願の日から３年を経過した後であっても、その実用新案登録出願を特許出願に変更する

ことができる場合がある。 

 

（ハ）実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新

案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした場合、実用新案権者は、その請求があった旨の最初の

通知を受けた日から30日を経過したときでも、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる

場合がある。 

 

（ニ）実用新案権者は、実用新案法第19条第１項の規定による通常実施権者があるときは、その者の承諾を得

なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。 

 

（ホ）複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届け出をしている場合を除き、特

許出願の変更の手続については、各人が全員を代表してこれをすることができる。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ３】 

（イ）○ 特44条１項 

特44条１項は、特許出願人は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許

出願とすることができる旨を規定する。ここで、外国語書面出願をもとの特許出願として分割する場合、

外国語書面の範囲で分割が可能である。したがって、外国語書面出願をもとの特許出願として分割をす

る場合、日本語による翻訳文を提出した後であっても、日本語による翻訳文ではなく、その外国語書面

に基づいて、分割をすることができる。よって、本枝は正しい。 

 

（ロ）× 特46条１項 

実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実

用新案登録出願の日から３年を経過した後は、この限りでない（特46条１項）。これは、出願が変更さ

れると、元の出願の時まで出願日が遡るので、出願から３年を過ぎた後に出願を変更したときには、そ

の特許出願はすでに出願審査請求期間が切れて取り下げたものとみなされてしまうからである（青本特

46条参照）。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）○ 特46条の２第１項３号・３項 

実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用

新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実13条２項の規定による最初の通知を受けた日

から30日を経過したときは、原則として実用新案登録に基づく特許出願はできない（特46条の２第１項

３号）。しかしながら、特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により特46条の２第

１項３号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にか

かわらず、その理由がなくなった日から14日（在外者にあっては、２月）以内でその期間の経過後６月

以内にその特許出願をすることができる（特46条の２第３項）。したがって、本枝の場合、実用新案登

録に基づく特許出願をすることができる場合がある。よって、本枝は正しい。 

 

（ニ）○ 特46条の２第４項 

特46条の２第４項は、実用新案権者は実19条１項の通常実施権者があるときは、その者の承諾を得た

場合に限り、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる旨を規定している。よって、本枝は正

しい。 

 

（ホ）× 特14条 

特14条は、２人以上の者が共同して特許出願、審判請求等の手続きをした後は、全員の不利益になる

ような手続きを除いて、その後の手続きについて各人が全員を代表すべき旨を定めている（青本特14条

参照）。ここで、全員の不利益になるような手続き、即ちいわゆる不利益行為の１つとして、特許出願

の変更の手続きも特14条に列挙されている。したがって、特許出願の変更の手続きは、各人が全員を代

表してこれをすることはできない。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、正しいものは、（イ）、（ハ）、（ニ）の３つであるから、正解は３。 
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【過去類題 H24-9】 

特許出願の分割又は実用新案登録に基づく特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付し

た特許出願、特許法の規定により特許出願とみなされた国際出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、

出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されて

おらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わな

いものとする。 

 

１ 拒絶査定不服審判において、審判請求人に対して当該拒絶査定不服審判に係る特許出願について拒絶理

由通知がされた場合、当該拒絶理由通知において指定された期間内であれば、当該特許出願の分割をする

ことができる。 

 

２ 発明イ及び発明ロを包含する特許出願Ａにおいて、発明イ及び発明ロが特許法第37条及びに規定する発

明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、特許出願Ａを分割して、

発明ロを包含する新たな特許出願Ｂをすることができる。 

 

３ 実用新案登録がその登録に係る実用新案登録出願Ａの日より前になされた実用新案登録出願Ｂに基づく

実用新案法第８条の規定による優先権主張を伴う場合、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて特

許出願をするときは、当該優先権主張に係る先の実用新案登録出願Ｂの日から３年を経過する前にしなけ

ればならない。 

 

４ 実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に発明イ及び発明ロが記載さ

れている場合であっても、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて発明イを包含する特許出願Ａ及

び発明ロを包含する特許出願Ｂの２つの特許出願をすることはできない。 

 

５ 実用新案登録に基づいてした特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事

項が、当該実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範

囲内にある場合、当該特許出願は、特許法第29条第１項の規定（新規性の規定）の適用について、実用新案

登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。 
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【正解 ３】 

１ ○ 特44条１項１号、17条の２第１項１号 

特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間

内に、２以上の発明を包含する特許出願の一部を１又は２以上の新たな特許出願とすることができる（特44

条１項１号）。そして、特許出願人は、拒絶査定不服審判において、当該拒絶査定不服審判に係る特許出願

について拒絶理由通知がされた場合、当該拒絶理由通知において指定された期間内であれば、願書に添付

した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる（特17条の２第１項１号）。よって、

本枝は正しい。 

 

２ ○ 特44条１項柱書 

特許出願人は、所定の場合に限り、２以上の発明を包含する特許出願の一部を１又は２以上の新たな特

許出願とすることができる（特44条１項柱書）。ここで、２以上の発明を包含するもののうちには特37条の

規定に違反して拒絶になるべきもののみでなく、特37条の規定に該当して必ずしも拒絶にならないものも

含む（青本特44条１項参照）。よって、本枝は正しい。 

 

３ × 特46条の２第１項１号 

実用新案権者は、その実用新案登録に係る「実用新案登録出願の日から３年」を経過したときには、経済

産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない（特46条の

２第１項１号）。また、出願審査請求期間の起算日は、実際にその特許出願がされた日をいい、特許出願等

に基づく優先権の主張を伴う出願についても先の出願の日ではないため（青本特48条の３参照）、当該「実

用新案登録出願の日」には、いわゆる「優先日」を基準とした期間の算定方法は採用されていない。したが

って、本枝では、実用新案登録出願Ａの日から３年を経過する前までに、当該実用新案登録に基づいて特

許出願をすることができる。よって、本枝は誤り。 

 

４ ○ 特46条の２第１項柱書 

実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければ

ならない（特46条の２第１項柱書）。また、実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案登録が

既に消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願を

することはできない。したがって、１つの実用新案登録からは１つの実用新案登録に基づく特許出願のみ

をすることができ、１つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。

１つの実用新案登録に単一性の要件を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、１つの実

用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、１つの実用新案登録に

基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割を行うこととなる（青本特46条の２第１項参照）。よって、

本枝は正しい。 

 

５ ○ 特46条の２第２項 

実用新案登録に基づく特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事

項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図

面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたもの

とみなす（特46条の２第２項）。また、同条２項ただし書における、実用新案登録に基づく特許出願の出願

時遡及の例外規定に、特29条は含まれていない。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H17-47】 

特許出願及び実用新案登録出願の分割、出願の変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の

（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

ただし、出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でも国際特許出願でも国際実用新案

登録出願でもなく、特に文中に示した場合を除き、分割又は変更に係るものでもないものとする。 

 

（イ）実用新案登録出願を特許出願に変更したとき、当該特許出願人は、その特許出願を基礎として、特許法

第41条に規定する優先権の主張（特許出願等に基づく優先権主張）を伴う出願をすることができない。 

 

（ロ）実用新案権者は、実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定された答する補正をした場合であって、

補正後の当該出願に係る発明が特許出願の際独弁書提出の期間が経過したときは、当該実用新案登録に

基づく特許出願をすることができない。 

 

（ハ）拒絶査定不服審判の請求と同時であれば、二以上の発明を包含する特許出願の分割をすることができ

る。 

 

（ニ）特許出願の分割に係る新たな特許出願については、その特許出願の分割の日から30日を経過した後であ

っても、出願審査の請求をすることができる場合がある。 

 

（ホ）発明イ、ロが明細書に記載された特許出願Ａの分割をして、発明ロに係る特許出願Ｂをした。この場合、

特許法第39条（先願）の規定の適用については、Ｂは、もとの特許出願Ａのときにしたものとみなされ

る。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ５】 

（イ）○ 特41条１項２号 

特46条１項に規定する実用新案登録出願から変更した特許出願は、国内優先権主張の基礎とすること

ができない。分割出願や変更出願を基礎とする優先権の主張を認めると、分割や変更の要件を満たして

いるか否かの審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大するためである。よって、

本枝は正しい。 

 

（ロ）○ 特46条の２第１項４号 

実用新案権者は、当該実用新案権に係る実用新案登録について請求された無効審判について、実39条

１項に規定する答弁書提出期間が経過したときは、当該実用新案登録に基づく特許出願を行うことはで

きない。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）○ 特17条の２第１項４号、44条１項 

特許出願の分割は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができ

る時又は期間内に行うことができ（特44条１項１号）、拒絶査定不服審判請求と同時であれば、特17条

の２第１項４号に該当し、かかる補正が可能である。したがって、分割は可能である。よって、本枝は

正しい。 

 

（ニ）○ 特48条の３第１項、44条２項 

適法な分割出願の出願日は、原出願の出願日まで遡及する（特44条２項）。このため、原出願の出願

日から３年であれば、分割出願について出願審査の請求をすることができる（特48条の３第１項）。し

たがって、分割の日から30日を経過した後であっても、原出願の出願日から３年以内であれば、当該分

割出願について出願審査の請求をすることができる。よって、本枝は正しい。 

 

（ホ）○ 特44条２項 

分割による新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる（特44条２項）。また、

特39条の規定の適用について、同項の規定を適用しない旨の規定は存在しない。したがって、原則どお

り出願Ｂは出願Ａの時にしたものとみなされる。よって、本枝は正しい。 

 

したがって、正しいものは、（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）の５つであるから、正解は５。 
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【平成26年本試験 問32 テーマ：特許権の侵害】 

特許権の侵害に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。 

 

（イ）特許法第112条の２第１項の規定による特許料及び割増特許料の追納があり、特許権が回復した場合に

おいて、その特許が物の発明についてされているときは、特許法第112条第１項の規定により特許料を追

納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に日本国内において当該物を生産する行為は、当

該特許権の侵害行為には当たらない。 

 

（ロ）故意及び過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所

は、その侵害の停止を命ずることはできるが、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ず

ることはできない。 

 

（ハ）特許が物Ａの発明についてされている場合において、その物Ａの生産に用いる物Ｂが、外国において広

く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、その物Ｂを生産する行為について、

特許法第101条第２号に規定する間接侵害が成立することがある。 

 

（ニ）特許権侵害訴訟における被告は、当該被告が当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者

でなくても、特許法第123条第１項第６号に規定する無効理由（いわゆる冒認）に基づいて、特許法第104

条の３第１項の規定による抗弁を主張することができる。 

 

（ホ）特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該

訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張

することはできないが、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的と

する訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することはできる。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ なし 
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【正解 １】 

●ポイント 

冒認等を無効理由とする特許無効審判の請求人適格は真の権利者に限定されているが

（特123条２項ただし書）、無効の抗弁の主張権者は真の権利者には限定されない（特104

条の３第３項）点に注意が必要である。冒認者等の権利行使が、真の権利者から技術供与

を受けて発明を実施している者にも及ぶ可能性があることを考慮すれば、そのような者に

も冒認等を理由とする無効の抗弁の主張が認められることが適切であること、また、そも

そも冒認者等は特許を受ける権利を有することなく特許を受けていることを踏まえれば、

特許権侵害訴訟において、被告が真の権利者であるか否かを問わず、冒認者等による権利

行使が認められることは適切でないことから、このように規定されている（平成23年法改

正解説本 第２章参照）。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-26, H21-32 

 

（イ）○ 特112条の３第２項１号 

特112条の２第２項の規定により回復した特許権の効力は、特112条１項の規定により特許料を追納す

ることができる期間の経過後特許権の回復の登録前における当該発明の実施行為には及ばない（特112条

の３第２項１号）。そして、特許が物の発明についてされているときは、日本国内において当該物を生

産する行為は、当該発明の実施に該当する（特２条３項１号）。よって、本枝は正しい。 

 

（ロ）○ 特100条１項、106条 

特許権の侵害者に対して、その侵害の停止を命ずるにあたっては、侵害者の故意又は過失の有無は要

件とはされていないので（特100条１項）、故意及び過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業

務上の信用を害した者に対して、裁判所は、その侵害の停止を命ずることができる。したがって、本枝

前段は正しい。また、信用回復の措置命令については、「故意又は過失により特許権を侵害したことに

より特許権者の業務上の信用を害した者に対して」のみ行うことができる（特106条）。したがって、本

枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）○ 特101条２号 

特101条２号には、「その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）

であって」とある。したがって、Ａの生産に用いる物であるＢが、外国において広く普及していたとし

ても、日本国内において普及していないときは、Ｂを生産する行為について、特101条２号に規定する間

接侵害が成立することがあり得る。よって、本枝は正しい。 

 

（ニ）○ 特104条の３第３項 

上記「ポイント」でも示したとおり、無効の抗弁の主張権者は真の権利者には限定されない（特104条

の３第３項）。よって、本枝は正しい。 

 

（ホ）× 特104条の４第１号 

特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当

該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを

主張することはできない（特104条の４第１号）。したがって、本枝前段は正しい。また、特104条の４

第１号の規定には、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とす

る訴えも含まれる（同条かっこ書）。したがって、本枝後段は誤り。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、誤っているものは、（ホ）の１つであるから、正解は１。 
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【過去類題 H25-26】 

特許権又は実用新案権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 

１ 実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求するに際し、侵害の行

為を組成した物の廃棄を請求することはできるが、侵害の行為に供した設備の除却を請求することはでき

ない。 

 

２ 特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において、そのボールペンの生産に

用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき、当該特殊顔料がその

発明の実施に用いられることを知りながら、業として、当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は、常にそ

の特許権を侵害するものとみなされる。 

 

３ 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲

渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされ、また、その物を業

としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても、当該特許権を侵害するものとみなされる。 

 

４ 他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるところから、そ

の者が当該特許権に基づく差止請求権の行使を免れるためには過失がなかったことを立証しなければなら

ない。 

 

５ 物質Ａと物質Ｂを一定の温度条件下で化合して物質Ｐを生産する方法の発明について特許がされている

場合において、物質Ｐが特許出願前に日本国内において公然知られた物質でないときは、物質Ｐと同一の

物はその方法により生産したものとみなされる。 
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【正解 ３】 

１ × 実27条２項 

実用新案権者は、差止請求（実27条１項）をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に

供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる（実27条２項）。よって、本枝

は誤り。 

 

２ × 特101条２号 

特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物であってその発明による課

題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられ

ることを知りながら、業としてその譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる（特

101条２号）。しかし、本枝では、少なくとも「その発明が特許発明であることを知りながら」の要件が抜

けている。したがって、本枝の行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる訳ではない。よって、

本枝は誤り。 

 

３ ○ 特101条１号・３号 

特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲

渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる（特101条１号）。

また、特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡又は輸出のために所持

する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる（特101条３号）。よって、本枝は正しい。 

 

４ × 特100条 

差止請求権を行使するに際して、侵害者の過失は要件になっていない（特100条）。よって、本枝は誤り。 

 

５ × 特104条 

物である物質Ｐを生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物である物質Ｐが

特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物である物質Ｐと同一の物は、その方

法により生産したものと「推定する」（特104条）。これに対して、本枝では、その方法により生産したも

のと「みなす」、としている。よって、本枝は誤り。 
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【過去類題 H21-32】 

物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

 

１ 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法によるその物の業としての生産をする行為の

停止を請求するに際し、当該方法により生産された物の廃棄を請求することができる。 

 

２ 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内におい

て公然知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。 

 

３ 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法により生産された物を業として譲渡するため

に所持する行為の停止を請求することができる。 

 

４ 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟における被告は、侵害の行為を組成したものとし

て原告が主張する方法の具体的態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにすることがで

きない相当の理由がある場合を除いて、これを明らかにしなければならない。 

 

５ 物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの

申出をする行為の停止を請求することができる。 
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【正解 ２】 

１ ○ 特100条２項かっこ書 

本枝に係る発明は、「物を生産する方法の発明」であり、「当該方法によるその物の業としての生産をす

る行為」は侵害の行為に該当し（特２条３項３号、68条）、「当該方法により生産された物」は侵害の行為

を組成した物に該当（特100条２項かっこ書）するので、その物の廃棄を請求することができる（同項）。

よって、本枝は正しい。 

 

２ × 特104条 

本枝において、「その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物である」とあり、特104条にお

ける「公然知られた物でないとき」に該当しないので、特104条は適用されず、その物と同一の物はその方

法により生産したものとは推定されない。よって、本枝は誤り。 

 

３ ○ 特100条１項、101条６号 

本枝に係る発明は、「物を生産する方法の発明」であり、「当該方法により生産された物を業として譲渡

するために所持する行為」は、侵害の行為とみなされる（特101条６号）ので、特許権者は、その行為の停

止を請求することができる（特100条１項）。よって、本枝は正しい。 

 

４ ○ 特104条の２ 

本枝は、「物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟における被告」が、「侵害の行為を組成

したものとして原告が主張する方法の具体的態様を否認するとき」であり、特104条の２に該当するので、

当該被告は、「自己の行為の具体的態様を明らかにすることができない相当の理由がある場合を除いて」こ

れを明らかにしなければならない。よって、本枝は正しい。 

 

５ ○ 特100条１項、101条４号 

本枝において、「物を生産する方法の発明」は、方法の発明に含まれ、「業として、当該方法の使用にの

み用いる物の貸渡しの申出をする行為」とあり、「貸渡しの申出」は物の譲渡等の申出に該当する。したが

って、当該行為は侵害の行為とみなされ（特101条４号）、特許権者は、当該行為の停止を請求することが

できる（特100条１項）。よって、本枝は正しい。 
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【平成26年本試験 問35 テーマ：特許法に規定する手続】 

特許法に規定する手続等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

 

（イ）特許出願人の名義変更届を郵便により提出した場合において、当該郵便物の通信日付印により表示され

た日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、表示された日の午後12時に、当該名義変更

届が特許庁に到達したものとみなされる。 

 

（ロ）法定代理人は、後見監督人がない場合において復代理人を選任しようとするときは、特別の授権を得な

ければならない。 

 

（ハ）日本国内に住所も居所（法人にあっては、営業所）も有しない者の特許権についての訴えは、特許管理

人があるときは、その住所又は居所を管轄する裁判所に提起することができる。 

 

（ニ）甲の特許出願について拒絶の理由が通知された後、当該特許出願に係る特許を受ける権利が甲から乙に

移転された場合、審査官は、乙に対して、あらためて拒絶の理由を通知しなければならない。 

 

（ホ）特許権について相続による移転の登録があったとき、特許庁長官は、請求により、当該登録を理由とし

て当該相続人に対して特許証を交付する。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 １】 
●ポイント 

特15条は、在外者の裁判籍について、以下のように規定している。 

在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又

は居所をもって、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもって民訴５条４号の財産の

所在地とみなす。 

この条文に関連するものとして民訴５条４号は「日本国内に住所がない者又は住所が知

れない者に対する財産権上の訴え」は、「請求若しくはその担保の目的又は差し押さえる

ことができる被告の財産の所在地」を管轄する裁判所に提起することができる旨を規定し

ているが、特許権については、その権利者が日本国内に住所も居所も有していない事例は

きわめて多く、しかも無体財産権であるところから財産の所在地というものがない。した

がって、本条のような規定が民訴５条４号の規定のほかに必要なわけである（青本 特15

条参照）。 

●法改正  無 

●過去類題 H21-1, H20-31, H19-5, H18-12 

 

（イ）× 特19条 

特許法の規定により特許庁に提出する書類であってその提出の期間が定められているものを郵便によ

り提出した場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって

時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その書類が特許庁に到達したものとみなされる（特

19条）。しかし、特許出願人の名義変更届については、特19条にいう「その提出の期間が定められてい

るもの」には該当しないため、原則どおり、特許庁に到達したときに、提出の効力が生ずるものとされ

る（青本 特19条参照）。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）× 民106条 

法定代理人は常に復任権を有し、その責任をもって復代理人を選定することができる（民106条）。よ

って、本枝は誤り。 

 

（ハ）○ 特15条 

上記「ポイント」でも示したとおり、在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理

人があるときはその住所又は居所をもって民訴５条４号の財産の所在地とみなす（特15条）。よって、

本枝は正しい。 

 

（ニ）× 特20条 

特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承

継人にも、及ぶ（特20条）。したがって、甲の特許出願について拒絶の理由が通知された後、当該特許

出願に係る特許を受ける権利が甲から乙に移転された場合であっても、審査官は、乙に対して、あらた

めて拒絶の理由を通知する必要はない。よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）× 特施規67条 

特許証をよごし、損じ、または失ったときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求す

ることができるが、請求人は「特許証の交付を受けた者」であることが必要となる（特施規67条）。し

たがって、特許権の相続人が請求することはできない。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、正しいものは、（ハ）の１つであるから、正解は１。 
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【過去類題 H20-31】 

特許法に規定する手続等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

ただし、特許料及び手数料に関して減免又は猶予はないものとする。また、手続に関する期間の延長は

ないものとする。 

 

（イ）日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有する者であって手続をするものの委任による

代理人は、特別の授権を得なくても特許法第46条の２第１項の規定による実用新案登録に基づく特許出

願の取下げをすることができる。 

 

（ロ）特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承

継人には及ばない。 

 

（ハ）審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相

当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経

過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は、受継があったものとみなした

ときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 

 

（ニ）特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第１項（特許料の納付期限）に規定する期

間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。 

 

（ホ）特許出願人でない者が特許法第195条の規定により所定の手数料を納付して出願審査の請求をし、特許

庁長官が、その旨を特許出願人に通知した。当該通知を受けた特許出願人が、当該出願の願書に添付し

た明細書、特許請求の範囲及び図面について補正をする場合、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前又

は拒絶理由通知で指定された期間内であれば、当該補正により手数料の納付が必要となることはない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 



2015短答本試験徹底分析講座(1)  ＴＡＣ無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます 
 

ＴＡＣ弁理士講座 -62-  

【正解 １】 

（イ）× 特９条 

日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有する者であって手続をするものの委任によ

る代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の取下げをすることができない（特９条）。よって、

本枝は誤り。 

 

（ロ）× 特20条 

特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承

継人にも、及ぶ（特20条）。ここにいう特許に関する権利には、専用実施権、通常実施権、特許権を目

的とする質権が含まれることは言うまでもないこととして、無効審判請求人の地位も含まれるものと解

する。本枝では、特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合であるので、甲

の申立ての効力はその承継人に及ぶ。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）× 特23条３項 

審判長は、受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない（特23条

３項）。本枝では、当事者に通知しなければならないのは審判官であるとしている。よって、本枝は誤

り。 

 

（ニ）○ 特18条１項 

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者が特108条１項に規定する期間内に特許料を納付しな

いときは、その手続を却下することができる（特18条１項）。本枝では、特許権の設定の登録を受ける

者は、国ではなく株式会社甲であるので、特107条２項の適用はない。したがって、特許庁長官は、当

該特許出願を却下することができる。よって、本枝は正しい。 

 

（ホ）× 特195条３項 

特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の

範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について納付すべき出

願審査の請求の手数料は、特許出願人が納付しなければならない（特195条３項）。よって、本枝は誤

り。 

 

したがって、正しいものは、（ニ）の１つであるから、正解は１。 
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【過去類題 H19-5】 

特許法に規定する手続等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

 

（イ）２人以上が共同して特許出願をし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、その代表者のみでその特

許出願の取下げを行うことができる。 

 

（ロ）成年被後見人が自らした発明について、法定代理人によらずに自ら特許出願をしたときは、法定代理人

による追認がない限り、当該出願手続が有効となることはない。 

 

（ハ）日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得な

くとも、特許法第41条第１項の規定による国内優先権の主張をすることができる。 

 

（ニ）外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面及び外国語要約書面を添付した願書の記載について補正を

することができない。 

 

（ホ）特許発明の技術的範囲についての特許庁の判定の結論に対する不服については、行政不服審査法による

不服申立てをすることができない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ以上 

５ なし 
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【正解 １】 

（イ）× 特14条 

特14条の「ただし、……この限りでない」は、直前の「各人が全員を代表するものとする」に係る。

すなわち、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、同条に規定されている手続「以外の手続について」、

その代表者のみが手続できるという意味である。したがって、代表者を定めて特許庁に届け出たとして

も、同条に規定されている特許出願の取下げは、特許出願人全員でしなければならない。よって、本枝

は誤り。 

 

（ロ）× 特16条１項 

成年被後見人がした手続は、法定代理人が追認することができるが、本人が手続をする能力を取得し

たときは、本人が追認できる（特16条１項）。したがって、手続能力を取得した成年被後見人本人が追

認すれば、成年被後見人がした特許出願は法定代理人の追認がなくても有効となる。よって、本枝は誤

り。 

 

（ハ）× 特９条 

委任による代理人であっても、特別の授権を得なければ、特９条に規定する不利益行為をすることは

できない。ここで、国内優先権の主張は、先の出願の取下げを伴うため、同条に不利益行為として規定

されている。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）× 特17条１項・２項 

外国語書面及び外国語要約書面については補正をすることができないが（特17条２項）、外国語書面

に添付された願書は日本語により作成されたものであり、そのような制限はなく、補正が可能である。

よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）○ 特195条の４ 

行政不服審査法による不服申立てができる要件は、①行政処分があったこと、②法律により不服申立

てが制限されていないことである。ここで、行政処分とは、行政庁が対外的に行う権力行為であって、

国民の権利義務ないし法律上の地位に具体的に変動を及ぼすものをいう。判定の結論は、行政処分では

ないため、判定の結論に不服があっても、行政不服審査法による不服申立て、行政訴訟の提起を行うこ

とができない。よって、本枝は正しい。 

 

したがって、正しいものは、（ホ）の１つであるから、正解は１。 
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【過去類題 H18-12】 

特許法に規定する手続等に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

 

（イ）法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において特許無効審判を請求することが

できる。 

 

（ロ）日本国内に住所を有する特許出願人の委任による代理人甲、乙両名に、当該特許出願に係る拒絶査定不

服審判の請求をするための特別の授権が与えられた場合、甲は、単独では当該特許出願に係る拒絶査定

不服審判の請求をすることができない。 

 

（ハ）手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 

 

（ニ）被保佐人が被請求人である特許無効審判において、当該被保佐人は、保佐人の同意を得ることなしに、

当該審判請求書の副本の送達の際に指定された期間内に答弁書を提出することができる。 

 

（ホ）出願公開の請求書を郵便により提出した場合において、特許出願人が郵便局にその請求書を差し出した

日時を当該郵便物の受領証により証明したときは、その日時に当該請求書が特許庁に到達したものとみ

なされる。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ３】 

（イ）○ 特６条１項２号 

法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効

審判を請求することができる（特６条１項２号）。よって、本枝は正しい。 

 

（ロ）× 特９条、12条 

日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有する者であって手続をするものの委任によ

る代理人は、特別の授権を得なければ、拒絶査定不服審判の請求をすることができない（特９条）。手

続をする者の代理人が２人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する（特12条）。し

たがって、甲は単独で拒絶査定不服審判の請求をすることができる。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）○ 特11条 

手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡によっては消滅しない（特11条）。よって、

本枝は正しい。 

 

（ニ）○ 特７条２項・４項 

被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならないが（特７条２項）、被保佐人が相手

方が請求した審判について手続をするときは、特７条２項の規定は適用されないので（同条４項）、答

弁書の提出をすることができる。よって、本枝は正しい。 

 

（ホ）× 特19条 

特19条の発信主義は、願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出す

る書類その他の物件であって、その提出の期間が定められているものを郵便又は所定の信書便の役務に

より提出した場合に適用される。特19条に規定する書類その他の物件であっても、その提出の期間が定

められていないものについては、一般の原則に従うので、郵便等による場合であっても、特許庁へ到達

したときに、提出の効力が生ずるものとされる。したがって、本枝の出願公開の請求書はその提出の期

間が定められていないものであるので、一般の原則に従って到達主義となる。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、正しいものは、（イ）、（ハ）、（ニ）の３つであるから、正解は３。 
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【平成26年本試験 問47 テーマ：特29条の２・39条】 

特許法第29条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第39条（先願）に関し、次の（イ）～（ホ）の

うち、誤っているものは、いくつあるか。 

ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分

割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放

棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いか

なる優先権主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。 

 

（イ）甲は、発明イについて特許出願Ａをし、乙は出願Ａと同日に発明イについて特許出願Ｂをした。この場

合、審査官は、特許法第39条第６項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべ

き旨を甲及び乙に命じなければならない。 

（ロ）甲は、自らした発明イについて特許出願Ａをし、乙は、出願Ａの出願日後でかつ出願公開前に、自らし

た発明イについて特許出願Ｂをした。出願Ａについては、出願日から３年以内に出願審査の請求がなかっ

たので、出願Ａは取り下げられたものとみなされた。この場合、出願Ａについて出願公開がされていても、

出願Ｂは、出願Ａが先願であるとして拒絶されることはなく、出願Ａがいわゆる拡大された範囲の先願で

あるとして拒絶されることもない。 

（ハ）甲は、特許請求の範囲及び要約書に自らした発明イのみを記載し、明細書及び図面には、発明イととも

に自らした発明ロを記載して特許出願Ａをした。乙は、出願Ａの出願日後でかつ出願公開前に、特許請求

の範囲及び明細書に自らした発明イを記載して特許出願Ｂをした。その後、甲は、発明ロのみが明細書、

特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をした。この場合、出願Ａについて出願公開がされ

ても、出願Ｂは、出願Ａがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。 

（ニ）甲は、自らした発明イについて平成25年２月１日に特許出願Ａをし、平成25年12月９日に出願Ａを基礎

とする特許法第41条第１項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをした。

その後、甲は、平成26年１月31日に出願Ｂのみを基礎とする特許法第41条第１項の規定による優先権の主

張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをした。乙は、平成26年１月15日に自らした発明イにつ

いて特許出願Ｄをした。この場合、出願Ｃについて出願公開がされたとき、出願Ｄは、出願Ｂがいわゆる

拡大された範囲の先願であるとして拒絶される。 

（ホ）甲は、パリ条約の同盟国において、自らした発明イについて平成25年２月１日に最初の特許出願Ａをし

た後、平成25年12月９日に日本国において、出願Ａに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及

びロについての特許出願Ｂをした。その後、甲は、平成26年１月31日に出願Ｂのみを基礎とする特許法第

41条第１項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをした。乙は、平成

26年１月15日に自らした発明イについて特許出願Ｄをした。この場合、出願Ｄについて出願公開がされて

も、出願Ｃは、出願Ｄがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ５】 

●ポイント 

 特29条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び特39条（先願）については、ほぼ毎

年出題がされている分野である。具体的な事例に基づいて判断させる設問がほとんどであ

ることから、過去問で類似の設問をチェックし、確実に対応できるようにしておく必要が

ある。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-37, H23-10, H22-17, H21-19, H20-15, H19-21, H18-57, H17-1 

 

（イ）× 特39条６項 

同一の発明について同日に２以上の特許出願があった場合、特39条６項の規定に基づき、協議をしてそ

の結果を届け出なければならないが、これを命じるのは「特許庁長官」である（特39条６項）。これに対し

て、本枝では、「審査官」が命じるとしている。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）× 特29条の２ 

特29条の２は、先願が出願公開等がされている以上、その後に先願が放棄されたり取り下げられたり

却下になっても後願を排除できる。よって、本枝は誤り。【参考】 

 

（ハ）× 特29条の２ 

特29条の２が適当になるのは、先願の出願の「最初に」添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に

記載されている発明に対してである。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）× 特41条２項かっこ書 

Ｃに係るイについては、優先権の累積主張がされているため、特29条の２の適用については、Ｃの出

願日（平成26年１月31日）を基準として判断される（特41条２項かっこ書）。したがって、平成26年１

月15日に出願されたＤは、Ｂがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。よ

って、本枝は誤り。 

 

（ホ）× 特41条２項かっこ書 

Ｃに係るイについては、優先権の累積主張がされているため、特29条の２の規定の適用については、

Ｃの出願日（平成26年１月31日）を基準として判断される（特41条２項かっこ書）。したがって、Ｃは、

平成26年１月15日に出願されたＤがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶される。よって、

本枝は誤り。 

 

したがって、誤っているものは、（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）の５つであるから、正解は５。 

 

【参考】 

特39条は、先願が放棄されたり取り下げられたり却下になったり特許出願について拒絶をすべき旨の査

定若しくは審決が確定したときは、後願を排除できない。 
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【過去類題 H25-37】 

特許法第29条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているも

のは、いくつあるか。 

以下において、甲は、自ら発明イ及び発明ロを完成して、平成24年６月１日に特許出願Ａをしたものと

し、乙は、自ら発明イを完成して、平成24年７月１日に発明イに係る特許出願Ｂをしたものとする。 

ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、実用新案登

録に基づく特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、又は出願の変更に係る特許出願ではなく、

放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決は確定しておらず、いかなる補正もされておらず、い

かなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張の取下げはしないものとし、また、

特許を受ける権利の承継はないものとする。 

 

（イ）出願Ａの願書に最初に添付した明細書には発明イ及び発明ロが記載され、甲は平成24年８月１日に出願

Ａの一部を分割して発明イに係る新たな特許出願Ｃをし、その後、出願Ａは出願公開されることなく取

り下げられた。この場合、出願Ａ及び出願Ｃは、いずれも、出願Ｂに対し特許法第29条の２に規定する

いわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することはない。 

 

（ロ）出願Ａの願書に最初に添付した明細書には発明イが記載され、甲は平成24年８月１日に特許法第41条１

項の規定による優先権の主張を伴って出願Ａを基礎とする発明イに係る特許出願Ｄをし、その後、出願

Ｄは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願Ａは、出願Ｂに対し特許法第29条の２に

規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有することがある。 

 

（ハ）出願Ａは外国語特許出願であり、出願Ａの国際出願日における明細書には発明イが記載され、出願Ａは

出願Ｂの出願後に国際公開された。この場合、出願Ａは、出願Ｂに対し特許法第29条の２に規定するい

わゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。 

 

（ニ）出願Ａの願書に最初に添付した明細書には発明イが記載され、出願Ａに係る発明イについて特許を受け

る権利が平成24年６月20日に甲から乙に相続によって承継され、出願Ａは出願Ｂの出願後に出願公開さ

れた。この場合、出願Ａは、出願Ｂに対し特許法第29条の２に規定するいわゆる拡大された範囲の先願

としての地位を有することがある。 

 

（ホ）出願Ａの願書に最初に添付した明細書には発明イが記載され、出願Ｂは特許法第30条に規定する発明の

新規性の喪失の例外の適用を受けた特許出願であり、出願Ａは出願Ｂの出願後に出願公開された。この

場合、出願Ａは、出願Ｂに対し特許法第29条の２に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地

位を有しないことがある。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ２】 

特29条の２は、特許出願に係る発明が①当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であ

って②当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたもの

の③願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（特36条の２

第２項の外国語書面出願にあっては、同条１項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考

案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。

（④発明者非同一））と同一であるときは、その発明については、特許を受けることができない。ただし、

当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であると

きは、この限りでない（⑤出願人非同一）。以下、枝２～枝５では、特29条の２の各要件①～⑤について、

検討する。 

 

（イ）○ 特29条の２、44条２項ただし書 

出願Ｂに対する特29条の２の適用について、出願Ａについては、出願公開されなかったため、要件②

を満たさず、また、出願Ｃについては、分割出願であり他の特許出願としての特29条の２の適用に関し

ては出願時は遡及しないため、要件①を満たさない。よって、本枝は正しい。 

 

（ロ）○ 特29条の２、特42条３項 

出願Ｄが、出願Ａの出願の日から１年３月以内に取下げられたときは、出願Ａは取下げられないので

（特42条３項）、出願Ｂ後に出願公開される（特64条）ので、要件②を満たす。また、題意より、その

他の要件①、③～⑤も満たす。したがって、出願Ａは、出願Ｂに対し特29条の２に規定するいわゆる拡

大された範囲の先願としての地位を有する。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）○ 特29条の２、特184条の13かっこ書 

出願公開された外国語特許出願Ａが、その明細書等翻訳文の提出がなかったことにより取下げられた

ものとみなされた場合は、要件①等でいう他の特許出願に該当しないので（特184条の13かっこ書）、要

件①等を満たさない（特184条の13かっこ書）。したがって、出願Ａは、出願Ｂに対し特29条の２に規定

するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有しないことがある。よって、本枝は正しい。 

 

（ニ）× 特29条の２ただし書、34条４項 

甲から乙への特許を受ける権利の承継は、相続によるものなので、登録が移転の要件にはならない

（特34条４項）。そうすると、Ｂの出願時に出願人同一（特29条の２ただし書）となるため、要件⑤を

満たさない。したがって、出願Ａは、出願Ｂに対し特29条の２に規定するいわゆる拡大された範囲の先

願とし__ての地位を有しない。よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）× 特30条１項・２項 

出願Ｂは、新規性喪失の例外の適用を受けた特許出願（特30条）であるが、特30条１項又は２項によ

り適用外となるのは特29条１項及び２項の規定だけで、特29条の２の要件については影響しない。した

がって、出願Ａは、出願Ｂに対して先願であることには変わりなく、要件①を満たす。題意より、その

他の要件②～⑤も満たす。したがって、出願Ａは、出願Ｂに対し特29条の２に規定するいわゆる拡大さ

れた範囲の先願としての地位を有する。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、誤っているものは、（ニ）、（ホ）の２つであるから、正解は２。
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【過去類題 H23-10】 

特許法第29条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第39条（先願）に関し、次のうち、正しいもの

は、どれか。 

ただし、特に文中に示した場合を除いて、「特許出願」は、外国語書面出願、特許協力条約に基づく国際

出願に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、又は出願

の変更に係る特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、

いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。 

 

１ 甲は、自らした発明イについて特許出願Ａをし、乙は自らした発明イについて特許出願Ｂを特許出願Ａ

と同日にした。出願Ａ及び出願Ｂの出願公開前に、特許庁長官は、特許法第39条第６項及び第７項に基づ

き、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じたが、当該指定され

た期間内に届出がされなかったため、出願Ａ及び出願Ｂについて拒絶の査定が確定した。そこで、甲及び

乙はさらに協議を行い、発明イについての特許を受ける権利を甲及び乙の共有とすることとし、改めて発

明イについて特許出願Ｃをした。この場合、出願Ｃは、出願Ａ又は出願Ｂを先願として特許法第39条の規

定によって拒絶されることはない。 

 

２ 甲がした外国語書面出願Ａの願書に添付した外国語書面には甲が自らした発明イが記載されていたが、

その翻訳文には発明イが記載されていなかった。乙は、自らした発明イについての特許出願Ｂを、出願Ａ

の出願の日後、出願Ａの出願公開前にした。この場合、出願Ａについて出願公開がされても、出願Ｂは、

出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の２の規定によって拒絶されることはない。 

 

３ 甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Ａをした日後、出願Ａの出願公開前に、乙が自らした発明

イについて特許出願Ｂをした。この場合、甲が、出願Ｂの前に、出願Ａについて、発明ロのみが明細書、

特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をした場合、出願Ａについて出願公開がされても、

出願Ｂは、出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の２の規定によって拒絶されるこ

とはない。 

 

４ 甲が自らした発明イについて特許出願Ａをした日後、出願Ａの出願公開前に、乙が自らした発明イにつ

いて特許出願Ｂをした。この場合、甲が、出願Ａを取り下げたときは、当該取下げの時期にかかわらず、

出願Ｂは、出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の２の規定によって拒絶されるこ

とはない。 

 

５ 甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Ａをした日後、乙が自らした発明ロについて特許出願Ｂを

した。甲は、出願Ｂの出願後、出願Ａについて出願公開がされないうちに、出願Ａの一部を分割して発明

ロのみについて新たな特許出願Ｃをするとともに、出願Ａを取り下げた。この場合において、出願Ａにつ

いて出願公開がされることなく、出願Ｃについて出願公開がされたとき、出願Ｂは、出願Ｃをいわゆる拡

大された範囲の先願として特許法第29条の２の規定によって拒絶されることはない。 
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【正解 ５】 

特29条の２は、特許出願に係る発明が①当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であ

って②当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたもの

の③願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（特36条の２

第２項の外国語書面出願にあっては、同条１項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考

案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。

（④発明者非同一））と同一であるときは、その発明については、特許を受けることができない。ただし、

当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であると

きは、この限りでない（⑤出願人非同一）。以下、枝２～枝５では、特29条の２の各要件①～⑤について、

検討する。 

 

１ × 特 39 条５項 

特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出

願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、

特39条１項から４項までの規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その特許出

願について特39条２項後段又は特39条４項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審

決が確定したときは、この限りでない（特39条５項）。本枝では、特許庁長官は、特39条６項及び同条７項

に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じたが、当該指

定された期間内に届出がされなかったため、出願Ａ及び出願Ｂについて特39条２項後段の理由で拒絶の査

定が確定した。したがって、出願Ａ及びＢは後願排除効を有する。このため、改めて発明イについて特許

出願Ｃをしても、出願Ａ又はＢを先願として特39条２項の規定によって拒絶される。よって、本枝は誤

り。 

２ × 特 29 条の２ 

本枝では、出願Ａがいわゆる拡大された範囲の先願となるか、上記要件①～⑤を検討すると、甲がした

外国語書面出願Ａの願書に添付した外国語書面には甲が自らした発明イが記載されていたことから、上記

要件③を満たす。すなわち、翻訳文に発明イが記載されていなくても要件を満たす。また、乙は、自らし

た発明イについての特許出願Ｂを、出願Ａの出願の日後、出願Ａの出願公開前にしており、そののち、出

願Ａが出願公開されている。したがって、要件①②④⑤を満たす。すなわち、発明者同一でもなく、出願

人が同一でもないため、出願Ａがいわゆる拡大された範囲の先願となる。したがって、本枝では、出願Ｂ

は、出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の２の規定によって拒絶される。よって、本枝

は誤り。 

３ × 特 29 条の２ 

本枝では、甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Ａをした日後、出願Ａの出願公開前に、乙が自

らした発明イについて特許出願Ｂをした。その後、出願Ｂは出願公開された。したがって、要件①②④⑤

を満たす。甲が、出願Ｂの前に、出願Ａについて、発明ロのみが明細書、特許請求の範囲及び図面に記載

されるものとする補正をしたものの、発明イは最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案

登録請求の範囲又は図面に記載されているため、要件③を満たす。したがって、本枝では、出願Ｂは、出

願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の２の規定によって拒絶される。よって、本枝は誤

り。 

４ × 特 29 条の２ 

本枝では、出願Aの出願公開後に出願Ａを取り下げた場合には、要件①～⑤を満たす。したがって、本枝

では、出願Ｂは、出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の２の規定によって拒絶される場

合がある。よって、本枝は誤り。 

５ ○ 特 29 条の２、44 条２項 

特44条１項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特

許出願が特29条の２に規定する他の特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、こ

の限りでない（特44条２項）。本枝では、発明ロのみについて、新たな特許出願Ｃ（分割出願）をするとと

もに、出願Ａを取り下げた。したがって、特許出願Ｃが特29条の２に規定する他の特許出願に該当する場

合におけるこれらの規定の適用については、現実の出願日で判断する。すなわち、特許出願Ｂは出願Ｃに

対して上記要件①を満たさない。したがって、本枝では、出願Ｂは、出願Ｃをいわゆる拡大された範囲の

先願として特29条の２の規定によって拒絶されない。よって、本枝は正しい。
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【過去類題 H22-17】 

次の場合のうち、特許出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として、特許出願Ｂが特許法第29条の２

の規定により拒絶されるのは、どれか。 

ただし、以下において、①Ａは、Ｂの出願の日前に出願されたものであること、②Ｂの出願後に、Ａに

ついて出願公開がされていること、③Ｂに係る発明は、Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範

囲又は図面に記載された発明と同一であること、を前提とせよ。 

また、以下の１、２及び３の場合において、Ｂに係る発明の発明者はＡの願書に最初に添付した明細書、

特許請求の範囲又は図面に記載された発明をした者と同一の者でないものとし、４及び５の場合において、

Ａ及びＢの出願人は同一の者でないものとする。 

さらに、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るも

のでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放

棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先

権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。 

 

１ Ｂの出願時に、Ａ及びＢの出願人名義はともに甲であったが、Ａの出願後Ｂの出願前に、乙が、Ａに係

る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け、その旨をＢの出願後に特許庁長官に届け出た場

合。 

 

２ Ｂの出願時に、Ａの出願人名義は甲、Ｂの出願人名義は乙であったが、Ａの出願後Ｂの出願前に、乙が、

Ａに係る発明についての特許を受ける権利を甲から相続により承継し、その旨をＢの出願後に特許庁長官

に届け出た場合。 

 

３ Ｂの出願時に、Ａの出願人名義は甲及び乙であって、Ａに係る発明についての特許を受ける権利の甲の

持分は９／10であり、Ｂの出願人名義は甲である場合。 

 

４ 発明イの発明者甲は、発明ロの発明者乙の学会での発表により発明ロを知った後、イについてＡを出願

し、その明細書における従来の技術の説明のために発明ロを乙が発明したものとして記載し、一方、乙は、

発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて、発明ロについてＢを出願した場合。 

 

５ Ａにおいて発明者は甲及び乙、Ｂにおいて発明者は甲とそれぞれの願書に記載されていたが、Ｂについ

ての審査の過程において、Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明

はすべて甲によるものであり、乙は単なる補助者であったことが判明した場合。 
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【正解 ３】 

本問は、特許出願Ｂが、特29条の２の要件を満たすか否かを問う問題である。問題文柱書では、①Ａは、

Ｂの出願の日前に出願されたものであること、②Ｂの出願後に、Ａについて出願公開がされていること、

③Ｂに係る発明は、Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一

であること、を前提とするよう記載されている。したがって、特29条の２の適用除外である発明者同一又

は出願人同一か否かを検討する。なお、問題文柱書より、枝１乃至枝３は、発明者が同一人でないため、

出願人が同一人か否かを検討する。枝４及び枝５は、出願人が同一人でないため、発明者が同一人か否か

を検討する。 

以下、拒絶されないものを○、拒絶されるものを×とする。 

 

１ ○ 特29条の２、34条４項 

特34条４項には、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、

特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない旨が規定されている。本枝において、Ａの出願後Ｂの

出願前に、乙が、Ａに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受けても、特許庁長官に届け出

なければ、その効力が生じない。したがって、Ｂの出願時には、Ａ及びＢの出願人は甲で同一である。よ

って、本枝では、Ｂは拒絶されない。 

 

２ ○ 特29条の２、34条４項 

本枝において、Ａの出願後Ｂの出願前に、乙が、Ａに係る発明についての特許を受ける権利を甲から相

続により承継している。このように、特許出願後における相続その他一般承継は、特許庁長官に届け出な

くても、その効力が生じている（特34条４項）。したがって、Ｂの出願時には、Ａ及びＢの出願人は乙で同

一である。よって、本枝では、Ｂは拒絶されない。 

なお、この場合、本枝の甲が相続により承継した旨を特許庁長官に届け出ているように、一般承継の承

継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない（同条５項）、という点に注意が必要で

ある。 

 

３ × 特29条の２ 

特29条の２の適用除外である出願人同一は、出願人が複数である場合には、全員が完全に一致するとき

をさす（特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第３章特許法第29条の２ 2.5参照）。したがって、Ｂの出願

時に、Ａの出願人名義は甲及び乙であってＢの出願人名義は甲であり、全員が完全に一致していないため、

出願人が同一でない。よって、本枝では、Ｂは拒絶される。 

 

４ ○ 特29条の２ 

本枝において、発明イの発明者甲は、イについてＡを出願し、その明細書における従来の技術の説明の

ために発明ロを乙が発明したものとして記載し、一方、乙は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を

受けて、発明ロについてＢを出願している。したがって、発明ロの発明者は乙で同一人である。よって、

本枝では、Ｂは拒絶されない。 

 

５ ○ 特29条の２ 

特29条の２の適用除外である発明者同一は、原則として各々の願書に記載された発明者の全員が表示上

完全に一致していることを要する（特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第３章 特許法第29条の２ 2.5参

照）。また、共同発明者といえるためには、発明完成までの過程の少なくとも一部分において、共同発明者

の各々が技術的創作活動を相互補完的に行い、発明を完成するために有益な貢献をなしたことが必要であ

る（特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第３章特許法第29条の２ 2.5参照）。したがって、Ｂについての

審査の過程において、Ａの願書に最初に添付した明細書等に記載された発明はすべて甲によるものであり、

乙は単なる補助者であったことが判明すると、Ａにおいて乙は共同発明者に該当せず、Ａにおいて発明者

は甲のみである。その結果、Ａ及びＢの発明者は甲で同一人である。よって、本枝では、Ｂは拒絶されな

い。 
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【平成26年本試験 問49 テーマ：実施権】 

特許法に規定する実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

 

１ 甲の発明の内容を知らないで自らその発明をし、甲の特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施

である事業をしている乙は、甲の特許出願の出願時にその出願の発明の内容を知っている場合であっても、

先使用による通常実施権を有することがある。 

 

２ 同一の発明イについての特許Ａ及び特許Ｂのうち特許Ａが特許無効審判により無効にされた場合におい

て、その特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許Ａに係る特許権についての先使用による通

常実施権を有する者は、特許Ｂについて先使用による通常実施権を有しないときでも、特許Ｂに係る特許権

についての通常実施権を有することがある。 

 

３ 特許法第83条第２項（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）の裁定の請求があったとき、登録してい

ない質権者でもその裁定の請求について意見を述べることができる旨特許法に規定されている。 

 

４ 特許法第83条第２項（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）の裁定又は特許法第93条第２項（公共の

利益のための通常実施権の設定の裁定）の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権

を設定することができない。 

 

５ 特許権者甲の特許権Ａについて乙及び丙の共有の専用実施権が設定され登録されている場合において、専

用実施権者乙の持分が相続その他の一般承継により丁に移転されるとき、甲又は丙のいずれかの承諾又は同

意を必要とする場合はない。 
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【正解 ３】 

●ポイント 

 特94条１項から３項は、通常実施権の移転等について、以下のように規定している。 

１ 通常実施権は、特83条２項、特92条３項若しくは同条４項若しくは特93条２項、実22

条３項又は意33条３項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、

特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者）

の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 

２ 通常実施権者は、特83条２項、特92条３項若しくは同条４項若しくは特93条２項、実

22条３項又は意33条３項の裁定による通常実施権を除き、特許権者（専用実施権につい

ての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、そ

の通常実施権について質権を設定することができる。 

３ 特83条２項又は特93条２項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合

に限り、移転することができる。 

●法改正  無 

●過去類題 H24-20, H24-34, H17-23 

 

１ ○ 特79条 

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで

その発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている

者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、

その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する（特79条）。先使用による通常実施権の発生におい

ては、特許出願の出願時にその出願の発明の内容を知っているか否かについては要件とされていない。よっ

て、本枝は正しい。 

 

２ ○ 特80条１項３号 

同一の発明についての２以上の特許のうち、その一を無効にした場合において、特許無効審判の請求の登

録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権に

ついての通常実施権を有する者であって、特許無効審判の請求の登録前に、特許が特123条１項各号のいず

れかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしている

もの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内にお

いて、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有

する（特80条１項３号）。よって、本枝は正しい。 

 

３ × 特84条の２ 

特84条の２には、特83条２項の裁定の請求があったときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、特

84条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができるとあるのみで、登録して

いない質権者でもその裁定の請求について意見を述べることができる旨は特許法には規定されていない。よ

って、本枝は誤り。 

 

４ ○ 特94条２項 

特83条２項の裁定又は特93条２項の裁定による通常実施権については、質権を設定することはできない

（特94条２項）。よって、本枝は正しい。 

 

５ ○ 特77条３項・同条５項で準用する特73条 

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場

合に限り、移転することができ（特 77 条３項）、相続その他の一般承継の場合には、特許権者の承諾なく

して移転することができる。また、専用実施権が共有に係るとき、相続その他の一般承継の場合には、各共

有者は、他の共有者の同意を得ないでその持分を移転することができる（青本 特 73 条参照）。よって、

本枝は正しい。 
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【過去類題 H24-20】 

特許権又は実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

 

１ 特許権者甲が特許権について乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は、乙の

承諾なしに、その設定行為で定めた範囲内において、当該特許権について通常実施権を第三者に対して許

諾することはできない。 

 

２ 特許権者甲が特許権の一部の範囲について乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、そ

の設定登録前に甲が特許権の全部の範囲について丙に通常実施権を許諾していたことが判明した場合でも、

乙は、丙の承諾を得ることなく、その設定行為で定めた範囲内でその特許発明を実施することができる。 

 

３ 特許権について専用実施権が設定されている場合、専用実施権者は、実施の事業とともにする場合又は

相続その他の一般承継の場合を除き、特許権者の承諾を得なければ専用実施権を移転することができない

が、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも、特許権を移転することができる。 

 

４ 特許法第79条に規定する通常実施権（先使用による通常実施権）は、特許出願に係る発明の内容を知らな

いで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特

許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている

者に対して、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において認められるものであり、

特許出願の際に存在しなかった製造装置による実施行為について認められることはない。 

 

５ 特許法第35条第１項に規定する通常実施権（職務発明に係る特許権についての通常実施権）、及び特許法

第79条に規定する通常実施権（先使用による通常実施権）については、通常実施権者は特許権者に対して対

価を支払う必要がない。 
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【正解 ４】 

１ ○ 特77条２項 

専用実施権と通常実施権との関係については、専用実施権設定後、当該特許権について通常実施権を許

諾することは認められない（青本特77条参照）。よって、本枝は正しい。 

 

２ ○ 特78条２項 

通常実施権は債権的な性格を有するので、通常実施権の許諾後においても専用実施権者が実施すること

は差し支えない（青本特78条参照）。したがって、乙は、丙の承諾を得ることなく、その設定行為で定めた

範囲内でその特許発明を実施することができる。よって、本枝は正しい。 

 

３ ○ 特77条３項、97条１項 

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他一般承継の場

合に限り、移転することができる（特77条３項）。したがって、本枝前段部は正しい。また、特許権を放棄

する場合は専用実施権者等の承諾が必要だが（特97条１項）、特許権を移転する場合には承諾は不要である。

したがって、本枝後段部も正しい。よって、本枝は正しい。 

 

４ × 特79条、最判昭和61年10月３日（ウォーキングビーム式加熱炉事件） 

本枝前段部については、特79条により正しい。しかしながら、先使用権の効力は、特許出願の際に先使

用権者が現に実施又は準備していた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲

内において変更した実施形式にも及ぶ（最判昭和61年10月３日）。したがって、本枝において、特許出願の

際に存在しなかった製造装置による実施行為についても、特許出願の際の実施形式に具現された発明と同

一性を失わない範囲内であれば、実施形式の変更は認められるため、本枝後段部は誤り。よって、本枝は

誤り。 

 

５ ○ 特35条１項、79条 

特35条１項及び特79条には、特80条２項のように、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利

を有する旨の規定は存在しない。その理由は、特35条１項については、職務発明がされるまでには使用者

等も直接間接にその完成に貢献していることを参酌したものであるからであり（青本特35条参照）、特79

条については、特80条と異なり、事業設備の保護以外に公平の観念という立法趣旨が存在するからである

（青本特80条参照）。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H24-34】 

特許権又は特許法に規定する実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

 

１ 通常実施権を目的として質権を設定した場合、その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権者

の承諾が必要である。 

 

２ 専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約

で別段の定をしなければならない。 

 

３ 特許権の消滅に関し、登録が効力発生の要件として特許法に規定されているのは放棄による消滅のみで

ある。 

 

４ 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することが

できる。 

 

５ 通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として

質権を設定することができない。 
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【正解 １】 

１ × 特94条２項 

通常実施権者は、いわゆる裁定通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあって

は、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することが

できる（特94条２項）。このように、質権を設定する場合、特94条２項の規定による特許権者の承諾は必要

であるが、質権の実行によって通常実施権が移転する場合、特94条１項の規定による特許権者の承諾は必

要としないものと解される。質権の設定の承諾はその質権の実行によって移転することについての承諾も

包含しているものと解すべきであるからである（青本特94条参照）。よって、本枝は誤り。 

 

２ ○ 特95条 

専用実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特

許発明の実施をすることができない（特95条）。すなわち、専用実施権を目的として質権を設定した場合、

その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。よって、本枝

は正しい。 

 

３ ○ 特98条１項 

特98条１項において、特許権の消滅に関し、登録しなければ効力を生じないものとして挙げられている

のは、放棄による消滅のみである。よって、本枝は正しい。 

 

４ ○ 特97条３項 

通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することが

できる（特97条３項）。よって、本枝は正しい。 

 

５ ○ 特94条６項で準用する特73条１項 

通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として

質権を設定することができない（特94条６項で準用する特73条１項）。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H23-2】 

特許法に規定する専用実施権又は通常実施権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつ

あるか。 

 

（イ）特許権者は、その特許権がその特許出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触する場合、そ

の他人に対し、その特許発明の実施をするための商標権についての通常使用権の許諾について協議を求

め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。 

 

（ロ）日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して５年以上、その特許発明の実施が適当にされ

ていないとき、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対して通常実施

権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することがで

きる。 

 

（ハ）甲は、自己の特許権Ａについて乙に通常実施権を許諾し、その通常実施権の登録がされた。乙は、丙の

ために、その通常実施権を目的とする質権を設定したが、その質権の設定の登録はなされなかった。こ

の場合、丙は常にその質権の設定を第三者に対抗することができない。 

 

（ニ）特許法第79条の規定による通常実施権（先使用による通常実施権）は、実施の事業とともに移転する場

合に限り、移転することができる。 

 

（ホ）甲の先願特許発明を利用する乙の後願特許発明がある場合に、乙は、当該先願特許発明について、特許

法第92条第３項の規定による裁定による通常実施権を取得した。この場合、乙の当該後願特許発明に係

る特許権が乙の実施の事業と分離して移転しても、乙の通常実施権は消滅しない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 



2015短答本試験徹底分析講座(1)  ＴＡＣ無断複製（コピー等）・無断転載等を禁じます 
 

ＴＡＣ弁理士講座 -82-  

【正解 １】 

（イ）× 特92条３項 

特72条に、商標権が特許権との抵触関係の調整対象となる旨が規定されているが、特92条３項におい

て、商標権についての通常使用権の設定の裁定については規定されていない。これは、商標に関しては、

出所の混同の防止という観点から、商標権者の意思によらずに通常使用権を設定するという裁定制度は

採用し得ないことによるものである（青本特92条参照）。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）○ 特83条１項・２項 

特許発明の実施が継続して３年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実

施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めること

ができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から４年を経過していないときは、この限りでな

い（特83条１項）。本枝では、特許権の設定の登録の日から継続して５年以上、その特許発明の実施が

適当にされていないため、「特許発明の実施が継続して３年以上されていない」かつ「特許出願の日か

ら４年を経過」という要件を満たす。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）× 条文上そのような規定はない 

平成23年法改正によって、通常実施権登録制度を廃止するとともに、登録を権利変動の対抗要件とす

る特99条３項が削除され、民法上の指名債権一般の規定（民467条等）に従うこととなった。したがって、

本枝では、質権の設定の登録が行われていなくとも、丙はその質権の設定を第三者に対抗することがで

きる場合がある。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）× 特94条１項 

特79条の規定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合のほか、特許権者の承諾を得た場合

及び相続その他の一般承継の場合にも、移転することができる（特94条１項）。よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）× 特94条４項 

特92条３項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権が実施の事業とともに移転し

たときはこれらに従って移転し、その特許権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したとき

は消滅する（特94条４項）。よって、本枝は誤り。 

 

したがって、正しいものは、（ロ）の１つであるから、正解は１。 
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【平成26年本試験 問50 テーマ：特許の要件】 

特許の要件に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

 

（イ）甲は、平成24年７月12日に日本国内で開催された学会で自らした発明イを発表し、平成24年12月10日に

発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて、発明イに係る特許出願Ａをした。一

方、乙は、平成24年10月12日に自らした発明イに係る特許出願Ｂをした。この場合、出願Ａは出願Ｂがい

わゆる拡大された範囲の先願（特許法第29条の２）であるとの拒絶理由を有することがある。 

 

（ロ）甲は、自らした発明イについて外国語書面出願Ａをし、出願日から１年２月以内に外国語書面のうち明

細書と特許請求の範囲について翻訳文を提出したが、図面については翻訳文を提出しなかった。乙は、出

願Ａの出願日後でかつ出願公開前に、自らした発明イについて特許出願Ｂをした。この場合、出願Ｂは、

出願Ａがいわゆる拡大された範囲の先願（特許法第29条の２）であるとの拒絶理由を有することがある。 

 

（ハ）特許請求の範囲の請求項１及び２に同一の発明が記載された特許出願がなされ、当該出願について審査

される場合、審査官は、請求項１及び２に係る発明が同一であることを理由として拒絶の理由を通知する

ことができる。 

 

（ニ）特許を受ける権利が共有に係る場合に、共有者の一人が単独で特許出願をしたことは、審査における拒

絶理由となり、また特許無効審判における無効理由となる。 

 

（ホ）甲は、平成24年７月12日に日本国内で開催された学会で自らした発明イを発表し、平成24年７月26日に

発明イに係る特許を受ける権利を乙に譲渡した。この場合、乙は、甲の学会発表の日から６月以内であれ

ば、発明の新規性の喪失の例外の規定（特許法第30条）の適用を受けて特許出願をすることができる。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ４】 

●ポイント 

特30条は、発明の新規性の喪失の例外について、以下のように規定している。 

１ 特許を受ける権利を有する者の意に反して特29条１項各号のいずれかに該当するに至

った発明は、その該当するに至った日から６月以内にその者がした特許出願に係る発明

についての同条１項及び２項の規定の適用については、同条１項各号のいずれかに該当

するに至らなかったものとみなす。 

２ 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して特29条１項各号のいずれかに該当する

に至った発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同

条同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。）も、その該当するに至った日

から６月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条１項及び２項の規定の

適用については、前項と同様とする。 

３ 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に

特許庁長官に提出し、かつ、特29条１項各号のいずれかに該当するに至った発明が前項

の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から

30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 

●法改正  無 

●過去類題 H23-57, H20-20, H18-2 

 

（イ）○ 特30条２項 

発明の新規性の喪失の例外の規定の適用は、出願日を遡及させるものではない。したがって、ＡはＢ

がいわゆる拡大された範囲の先願であるとの拒絶理由を有することがある。よって、本枝は正しい。 

 

（ロ）○ 特36条の２第３項 

外国語書面出願について図面の翻訳文を提出しなかった場合、図面はないものとして取り扱われる（青

本 特36条の２第３項参照）。したがって、Ｂは、Ａがいわゆる拡大された範囲の先願であるとの拒絶

理由を有することがある。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）× 特36条５項 

特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を

特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないが、この場合において、一の請求

項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない（特36条５項）。した

がって、請求項１及び２に係る発明が同一であることは拒絶理由ではない。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）○ 特38条、49条２号、123条１項２号 

特許を受ける権利が共有に係る場合に、共有者の一人が単独で特許出願をしたことは、審査における

拒絶理由となり（特38条、49条２号）、また特許無効審判における無効理由となる（特38条、123条１項

２号）。よって、本枝は正しい。 

 

（ホ）○ 特30条２項 

本枝のように、甲がイについて公開し、その後イに係る特許を受ける権利を乙に譲渡した場合であっ

ても、「発明公開日から６月以内に特許出願をしたこと」と「権利者の行為に起因して発明が公開され、

権利者が特許出願をしたこと（発明公開時と特許出願時の権利者が異なる場合も含む）」の２つの要件

が満たされることを証明すれば、特30条２項の適用が認められる。よって、本枝は正しい。 

 

したがって、正しいものは、（イ）、（ロ）、（ニ）、（ホ）の４つであるから、正解は４。 
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【過去類題 H23-57】 

特許出願についての要件に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

なお、問題文において発明の新規性の喪失の例外に関する規定の適用を主張する出願人は、必要がある

ときは、特許法30条第３項又は第184条の14に規定する手続をすべて履行しているものとする。 

 

１ 特許請求の範囲に請求項を１つのみ記載した出願も、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない

場合がある。 

 

２ 特許出願Ａにおける請求項１に係る発明と請求項２に係る発明は、ともに産業上の利用分野及び解決し

ようとする課題が同一の発明であるが、上記各発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴が、互

いに同一のものでも、対応するものでもない。この場合、出願Ａは特許法第37条の発明の単一性の要件を

満たさない。 

 

３ 甲は、街路灯の発明イを自ら完成し、発明イの技術的効果を確認するために公道上において30日間公然

と発明イを実施し、その実施開始から６月以内に発明イについて特許出願Ａをした。この場合、甲は、発

明イについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第２項の適用を受けられる場合がある。 

 

４ 甲は、自らした発明イについて、甲に対して秘密保持義務を負う乙に開示したところ、乙は、甲の意に

反して、特許庁長官が指定する学術団体が主催する研究集会において甲のした発明イについて文書をもっ

て発表した。その後、甲は、当該発表の日から６月以内に発明イについて特許出願Ａをした。この場合、

甲は、発明イについて発明の新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第１項の適用を受けられる場合が

ある。 

 

５ 甲は、自らした発明イについて、甲に対して秘密保持義務を負う乙に開示したところ、乙は、甲の意に

反して、甲のした発明イについて刊行物に発表し、翌日、発明イについて新規性の喪失の例外に関する特

許法第30条第２項の適用を主張して特許出願Ｂを行なった。その後、乙による発表の事実を知った甲は、

当該発表の日から６月以内に発明イについて特許出願Ａを行い、かつ、特許法第30条第１項の定める新規

性の喪失の例外の適用を受けるべく、上記の一切の事実関係を明らかにした。その後、出願Ｂについて出

願公開がされた。この場合、出願Ａの審査において、発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用が

認められたとしても、出願Ａは特許法第29条の２により、出願Ｂをいわゆる拡大された範囲の先願として

拒絶される場合がある。 
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【正解 ５】 

１ ○ 特37条、特施規25条の８第３項 

特別な技術的関係については、二以上の発明は別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一な

形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする（特施規25条の８第３

項）。すなわち、請求項が１つであっても、発明の単一性の要件を満たさない場合がある（特37条）。よっ

て、本枝は正しい。 

 

２ ○ 特37条、特施規25条の８第１項、２項 

特37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴

を有することにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係を

いう（特施規25条の８第１項）。特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特

徴をいう（特施規25条の８第２項）。したがって、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴が、

同一のものでも、対応するものでもない場合は、発明の単一性の要件を満たさない（特37条）。よって、本

枝は正しい。 

 

３ ○ 特30条２項 

平成23年法改正によって、新規性喪失の例外規定の適用対象が、「特許を受ける権利を有する者の行為に

起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大された（特30条２項）。発明イは甲の行為に起因して新規性を

喪失している。また、その実施開始から６月以内に出願している（特30条２項）。したがって、甲は、その

他所定の要件を満たす場合には、特30条２項の適用を受けることができる。よって、本枝は正しい。 

 

４ ○ 特30条１項 

特許を受ける権利を有する者の意に反して特29条１項各号の一に該当するに至った発明は、所定の要件

を満たすことにより、その者は特30条１項の適用を受けられる。乙は秘密保持義務を有しているため、研

究集会において文書をもって発表することは、甲の意に反する行為に該当する。また、当該発表の日から

６月以内に出願している（特30条１項）。したがって、甲は、特30条１項の適用を受けることができる。よ

って、本枝は正しい。 

 

５ × 特29条の２ 

甲の出願Ａは乙の出願Ｂの後願であり、甲の出願Ａの後に乙の出願Ｂは公開されている（特29条の２）。

出願人は出願Ａは甲、出願Ｂは乙で異なる（特29条の２ただし書）。しかし、乙の出願Ｂにかかる発明イの

発明者は甲である。そうすると、発明者がいずれも甲で同一となり、特29条の２適用はなく（特29条の２か

っこ書）、拒絶されることはない。よって、本枝は誤り。 
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【過去類題 H20-20】 

特許法第29条に規定する特許の要件及び第30条に規定する発明の新規性の喪失の例外に関し、次の（イ）

～（ニ）のうち、正しいものは、いくつあるか。 

ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、

分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。 

 

（イ）甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Ａをした。イが特許法第29条第１項各

号に掲げる発明に該当せず、当業者がＡの出願前に同法第29条第１項各号に掲げる発明に基づいて容易

に発明をすることができたものでもない場合、Ａは同法第29条の規定により拒絶されることはない。 

 

（ロ）甲は、2006年（平成18年）４月５日（水曜日）に自らした発明イについて大韓民国において特許出願Ａ

をした。Ａは2007年（平成19年）10月５日（金曜日）に同国で出願公開された。その後、甲は、平成19

年10月25日（木曜日）にイについて、日本国において特許出願Ｂをした。この場合、甲は、イは大韓民国

において公開特許公報に掲載されたことにより特許法第29条第１項第１号又は第３号に該当するに至っ

た発明であるとして、Ｂに係るにイついて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができ

ることがある。 

 

（ハ）甲は、自らした発明イについて特許出願Ａをしたが、Ａの出願の日前に、大学の講義の中でイの内容を

詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講者は３人であった。この場合、Ａは当該甲の講義に

より特許法第29条第１項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。 

 

（ニ）甲は、部品ａと部品ｂの組合せからなる発明イを自ら発明して、日本国においてイについて特許出願Ａ

をした。乙は、南アフリカ共和国において、部品ａからなる発明ロを自ら発明した。ロは刊行物Ｘに掲

載され、Ｘは同共和国の大学の図書室にＡの出願の日前に収蔵され公衆に閲覧可能な状態になっていた

が、Ａの出願時までにＸを閲覧した者はいなかった。Ａの出願前において部品ｂは公知であり、当業者

が、部品ａを知っていればこれに部品ｂを組み合わせることを、Ａの出願前において容易に想到するこ

とができ、イの奏する効果はロの奏する効果と比較して有利なものとはいえなかった場合でも、Ａは特

許法第29条の規定により拒絶されることはない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ なし 
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【正解 １】 

（イ）× 特29条１項柱書 

人間を手術、治療又は診断する方法の発明は産業上利用できない発明であるとして、特29条１項柱書

の規定により拒絶される。いわゆる医療行為は、人道上、人類のために広く開放されるべきであり、独

占排他権たる特許権（特68条）の付与対象とすることは適切ではないためである。したがって、本枝に

おいて、新規性違反に該当せず、進歩性違反でもない場合であっても、「人の白内障の手術方法」は産

業上利用できない発明であるとして、同条違反により拒絶される。よって、本枝は誤り。 

 

（ロ）× 特30条２項かっこ書 

発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより、新規性を喪失したものは、新

規性喪失の例外規定の適用を受けることができない。（特30条２項かっこ書）。ここで、大韓民国の公

開特許公報は、発明に関する公報に該当する。したがって、本枝において、甲は新規性喪失の例外の適

用を受けることができない。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）○ 特29条１項１号 

公然とは秘密を脱した状態をいう。そして、知っている人の数の多少は問わず、守秘義務のない人

（不特定人）が１人でも知っていれば「公然」に該当する。したがって、大学の講義の出席者が３人で

あっても、それらの者に守秘義務が課されていない場合には公知になり、特29条１項１号により拒絶さ

れる。よって、本枝は正しい。 

 

（ニ）× 特29条２項 

「刊行物」とは公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された、文書、図面、その他こ

れに類する情報伝達媒体をいう。また、頒布とは刊行物が不特定多数の者が見得るような状態におかれ

ることをいい、現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。したがって、南アフリカ共

和国の図書館に収蔵された部品ａからなる発明ロを記載した刊行物Ｘは、閲覧した者がいなかったとし

ても、刊行物公知となる。また、部品ｂも出願Ａの以前に公知となっており、ａとｂを組み合わせるこ

とがＡの出願時までに当業者にとって容易に想到でき、かつ、イの奏する効果がロの奏する効果と比較

して有利なものでないときは、公知の部品ａと公知の部品ｂを組み合わせた発明イは進歩性がない（特

29条２項）と判断される。本枝は、特29条の規定によって拒絶されることはないとしている。よって、

本枝は誤り。 

 

したがって、正しいものは、（ハ）の１つであるから、正解は１。 
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【過去類題 H18-2】 

外国語書面出願に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。 

 

（イ）外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日から１年２月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日

本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならないが、当該提出期間の経過後であっても、当該

翻訳文の提出が認められる場合はある。 

 

（ロ）外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から１年２月以内に外国語書面に含まれる図面の日本語

による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。 

 

（ハ）外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から１年２月以内に外国語要約書面の日本語による翻訳

文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。 

 

（ニ）外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面について補正をすることができる場合はない。 

 

（ホ）外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面の日本語による翻訳文を提出した後でなければ、当該特許

出願の分割をすることができる場合はない。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ２】 

（イ）○ 特36条の２第４項 

外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日から１年２月以内に外国語書面及び外国語要約書面の

日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない（特36条の２第２項）。しかし、平成23

年法改正により、外国語書面出願の翻訳文提出の期間徒過について「正当な理由」があるときは、その

理由がなくなった日から２月以内で、期間経過後１年以内に限り、外国語書面及び、外国語要約書面の

翻訳文を提出することができる旨の規定が、新設された（特36条の２第４項）。したがって、当該提出

期間経過後に、当該翻訳文の提出が認められる場合がある。よって、本枝は正しい。 

 

（ロ）× 特36条の２第３項 

特36条の２第３項のかっこ書には、図面を除くと規定されていることから、図面についての翻訳文を

提出しなかった場合には、出願のみなし取下げとはされない。図面についての翻訳文を提出しなかった

場合は、願書に添付した図面はないものとして取り扱われる。よって、本枝は誤り。 

 

（ハ）× 特36条の２第３項 

外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から１年２月以内に「外国語書面」の日本語による翻

訳文を特許庁長官に提出しなかったときは、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。一方、

「外国語要約書面」について翻訳文を提出しなかった場合は、出願人に補正命令がなされ（特17条３項）、

出願は取り下げられたものとみなされない。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）○ 特17条２項 

外国語書面出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。よ

って、本枝は正しい。 

 

（ホ）○ 特44条１項、36条の２第６項 

分割をすることができるのは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする

ことができる時又は期間内及び一定の要件を満たす査定謄本送達から一定期間内である。一方、外国語

書面出願においては、外国語書面の翻訳文が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面とみな

されるので、当該翻訳文が提出されるまでの間は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をす

ることができない。したがって、外国語書面出願においては、明細書、特許請求の範囲又は図面につい

て補正が可能となる、外国語書面の翻訳文を提出した後でなければ、当該特許出願の分割をすることが

できない。よって、本枝は正しい。 

 

したがって、誤っているものは、（ロ）、（ハ）の２つであるから、正解は２。 
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【平成26年本試験 問52 テーマ：特許権・実施権】 

特許権又は実施権に関し、次の（イ）～（ホ）のうち、誤っているものは、いくつあるか。 

 

（イ）専用実施権者は、質権者又は当該専用実施権者の許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の

承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。 

 

（ロ）特許権の相続による移転は、登録しなくてもその効力を生ずるが、相続人がその特許権を放棄した場合

には、放棄による特許権の消滅は登録しなければその効力を生じない。 

 

（ハ）専用実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合には特許権者の承諾なし

に移転できるが、いずれの場合も登録しなければその効力を生じない。 

 

（ニ）先使用による通常実施権は、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている

者又はその事業の準備をしている者がその実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内におい

て、その特許出願に係る特許権について有する通常実施権であるから、実施の事業とともにする場合に限

り移転することができる。 

 

（ホ）特許権を目的とする質権の消滅は、担保する債権が弁済により消滅した場合には登録しなくても効力を

生ずる。 

 

１ １つ 

２ ２つ 

３ ３つ 

４ ４つ 

５ ５つ 
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【正解 ２】 

●ポイント 

特98条は登録の効果について規定している。同条１号が特許権、２号が専用実施権、３

号が特許権又は専用実施権を目的とする質権について規定している。それぞれについて、

原則と例外をおさえるとよいだろう。 

●法改正  無 

●過去類題 H25-48, H25-53, H24-34, H22-21, H21-59 

 

（イ）○ 特97条２項 

特97条２項は、専用実施権者は、質権者又は特77条４項の規定に基づく許諾による通常実施権者があ

るときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる旨を規定して

いる。本枝の記載は、特97条２項に即したものである。よって、本枝は正しい。 

 

（ロ）○ 特98条１項１号・同号かっこ書 

特98条１項１号は特許権の移転は、登録しなければその効力を生じない旨を規定しているが、同号か

っこ書で相続その他一般承継によるものは登録の対象として除かれている。したがって、本枝前半は正

しい。また、特98条１項１号は、特許権の放棄による消滅は登録しなければその効力を生じないと規定

している。したがって、本枝後半も正しい。よって、本枝は正しい。 

 

（ハ）× 特77条３項、特98条１項２号・同号かっこ書 

特77条３項は、専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続そ

の他の一般承継の場合に限り移転することができる旨を規定している。したがって、本枝前半は正しい。

また、特98条１項２号は、専用実施権の移転は、相続その他一般承継によるものを除き（同号かっこ書）、

登録しなければ、その効力を生じない旨を規定している。相続その他一般承継の場合、登録は効力発生

の要件とはなっていない。したがって、本枝後半は誤り。よって、本枝は誤り。 

 

（ニ）× 特94条１項 

特94条１項は通常実施権の移転について規定している。先使用による通常実施権はの移転は、実施の

事業とともにする場合だけでなく、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては特許権者及

び専用実施権者）の承諾を得た場合、相続その他一般承継の場合に移転ができる。したがって、移転は、

実施の事業とともにする場合に限られない。よって、本枝は誤り。 

 

（ホ）○ 特98条１項３号かっこ書 

特許権又は専用実施権を目的とする質権の消滅のうち、混同又は担保する債権の消滅によるものは、

登録が効力発生とはされていない（特98条１項３号かっこ書）。したがって、担保する債権が弁済によ

り消滅した場合、特許権を目的とする質権の消滅は、登録しなくても効力を生ずる。よって、本枝は正

しい。 

 

したがって、誤っているものは、（ハ）、（ニ）の２つであるから、正解は２。 
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【過去類題 H25-48】 

特許権又は実施権の移転等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 

 

１ 通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、登録しなければその質権を第三者に対抗す

ることができず、また、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができな

い。 

 

２ 特許権者がその特許権について専用実施権の設定登録をした後に、その特許権について質権を設定した

場合には、その質権は、当該専用実施権の対価に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引

渡前に差押をしなければならない。 

 

３ 甲から乙に対して特許権の移転がされたということについての契約その他の法律行為がないにもかかわ

らず、偽造の譲渡証を添付した登録申請により甲から乙に対して移転の登録がされた場合、当該移転の登

録が抹消される前であっても、その特許権の特許権者は甲である。 

 

４ 特許権者は、専用実施権者があるときは、専用実施権者の承諾を得なければ、特許権を放棄することが

できず、また、特許権を放棄したことによる専用実施権の消滅は、当該消滅の登録をしなければ、その効

力を生じない。 

 

５ 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取

得した者に対しても、その効力を有し、また、通常実施権の移転は、何らの要件も備えることなく、第三

者に対抗することができる。 
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【正解 ３】 

１ × 特95条、99条 

特95条は、特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で

別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない旨を規定している。したがって、

本枝後段は正しい。一方、通常実施権の当然対抗制度導入により、通常実施権登録制度は廃止されており、

通常実施権を目的とする質権の設定等について登録を対抗要件とする旧特99条３項は削除されている。し

たがって、本枝前段は誤り。よって、本枝は誤り。 

 

２ × 特96条 

特96条は、質権の物上代位性について、特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許

権、専用実施権若しくは通常実施権の対価に対して行うことができる旨を規定している。本枝の場合、特

許権者がその特許権について質権を設定していることから、質権は、当該特許権の対価に対して行うこと

はできるが、専用実施権の対価に対して行うことはできない。よって、本枝は誤り。 

 

３ ○ 特98条１項柱書・1項３号 

特98条１項柱書及び１項３号は、特許権の移転は登録しなければ、その効力を生じない旨を規定してい

る。登録をもって効力発生の要件とする本条の規定は、登録されればいかなる場合であってもその効力が

生ずるというものではなく、登録によって効力が生ずるためには、前提として実質的な要件を満たしてい

る必要がある（青本特98条参照）。このため、偽造の譲渡証を添付した登録申請により甲から乙へ移転の登

録があったとしても、その登録によっては特許権の移転の効力が生じることはない。よって、本枝は正し

い。 

 

４ × 特97条１項、98条１項２号かっこ書 

特97条１項は、特許権者は、専用実施権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許権を放

棄することができる旨を規定している。したがって、本枝前段は正しい。一方、特98条１項２号かっこ書

では、専用実施権の消滅について特許権の消滅によるものが除かれているが、これは特許権の消滅の場合

は特許権の消滅によって専用実施権も当然に消滅するからである（青本特98条参照）。すなわち、特許権の

放棄により特許権は消滅し、特許権の消滅によって専用実施権も消滅する。したがって、本枝後段は誤り。

よって、本枝は誤り。 

 

５ × 特99条 

特99条は、通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用

実施権を取得した者に対しても、その効力を有する旨を規定している。したがって、本枝前段は正しい。

一方、通常実施権の当然対抗制度導入により、旧特99条３項は削除されたが、通常実施権は指名債権に該

当すると解されることから、通常実施権の権利変動についての対抗要件は、民法上の指名債権一般の規定

（民法467条等）により規律される（平成23年改正解説本参照）。したがって、本枝後段は誤り。よって、

本枝は誤り。 
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【過去類題 H25-53】 

特許権又は実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

 

１ 専用実施権が甲と乙の共有に係るときは、甲は、実施の事業とともにする場合であっても、乙の同意を

得なければ、自己の持分を第三者に譲渡することができない。 

 

２ 特許法第93条第２項（公共の利益のための通常実施権の設定の裁定）の裁定の請求があったときは、その

特許に関し通常実施権を有する者は、その裁定の請求について意見を述べることができる場合がある。 

 

３ 特許に関し通常実施権を有する者は、その特許発明が特許法第72条（他人の特許発明等との関係）に規定

する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明を実施するための通常実施権又は実用新案権

若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができ、その協議が成立しないと

き、特許庁長官の裁定を請求することができる。 

 

４ 特許がその発明について特許を受ける権利を有しない甲の特許出願に対してされた場合、当該特許に係

る発明について特許を受ける権利を有する乙は、経済産業省令で定めるところにより、甲に対し、特許権

の移転を請求することができ、当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、特許庁長官は、乙

に対し、特許証を交付する。 

 

５ 特許庁長官は、特許法第83条第２項（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）の規定により通常実施権

を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当

でなくなったとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害

関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。 
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【正解 ３】 

１ ○ 特77条５項で準用する特73条１項 

専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡するこ

とはできない（特77条５項で準用する特73条１項）。このため、専用実施権が甲と乙の共有に係るときは、

甲は、実施の事業とともにする場合であっても、乙の同意を得なければ、自己の持分を第三者に譲渡する

ことができない。よって、本枝は正しい。 

 

２ ○ 特93条３項で準用する特84条の２ 

特84条の２は、通常実施権の登録制度の廃止後も、通常実施権者が裁定手続に関与することができるよ

うにするため、通常実施権者は、特許権者等が答弁書を提出できる期間内に限り、不実施を理由とする裁

定請求（特83条）に対して意見を陳述できる旨を規定している。特84条の２は特93条３項で準用されており、

公共の利益のための通常実施権の設定の裁定においても同様の手続きが設けられている。よって、本枝は

正しい。 

 

３ × 特92条１項・３項 

「特許権者又は専用実施権者」は、その特許発明が特72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人

に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権

の許諾について協議を求めることができ、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許

庁長官の裁定を請求することができる（特92条１項・３項）。ここで、自己の特許発明の実施をするための

通常実施権の設定の裁定を請求することができるのは、特許権者又は専用実施権者であり、通常実施権者

は含まれない。よって、本枝は誤り。 

 

４ ○ 特74条１項、28条１項 

特許がその発明について特許を受ける権利を有しない物の特許出願に対してされたときは、当該特許に

係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に

対し、当該特許権の移転を請求することができる（特74条１項）。したがって、本枝前段は正しい。また、

特許庁長官は特74条１項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、特許権者に対し

特許証を交付する（特28条１項）。したがって、本枝後段も正しい。よって、本枝は正しい。 

 

５ ○ 特90条１項 

特90条１項は、特許庁長官は、特83条２項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、

裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は通常実施権

の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁

定を取り消すことができる旨を規定している。よって、本枝は正しい。 
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【過去類題 H24-34】 

特許権又は特許法に規定する実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 

 

１ 通常実施権を目的として質権を設定した場合、その質権の実行による通常実施権の移転には、特許権者

の承諾が必要である。 

 

２ 専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約

で別段の定をしなければならない。 

 

３ 特許権の消滅に関し、登録が効力発生の要件として特許法に規定されているのは放棄による消滅のみで

ある。 

 

４ 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することが

できる。 

 

５ 通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として

質権を設定することができない。 
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【正解 １】 

１ × 特94条２項 

通常実施権者は、いわゆる裁定通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあって

は、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することが

できる（特94条２項）。このように、質権を設定する場合、特94条２項の規定による特許権者の承諾は必要

であるが、質権の実行によって通常実施権が移転する場合、特94条１項の規定による特許権者の承諾は必

要としないものと解される。質権の設定の承諾はその質権の実行によって移転することについての承諾も

包含しているものと解すべきであるからである（青本特94条参照）。よって、本枝は誤り。 

 

２ ○ 特95条 

専用実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特

許発明の実施をすることができない（特95条）。すなわち、専用実施権を目的として質権を設定した場合、

その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。よって、本枝

は正しい。 

 

３ ○ 特98条１項 

特98条１項において、特許権の消滅に関し、登録しなければ効力を生じないものとして挙げられている

のは、放棄による消滅のみである。よって、本枝は正しい。 

 

４ ○ 特97条３項 

通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することが

できる（特97条３項）。よって、本枝は正しい。 

 

５ ○ 特94条６項で準用する特73条１項 

通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として

質権を設定することができない（特94条６項で準用する特73条１項）。よって、本枝は正しい。 

以上 
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